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(57)【要約】　　　（修正有）

【課題】不動産価値の客観的な判断に寄与できる指標を

導出する情報処理システムを提供する。

【解決手段】情報処理システム１は、予め定められた区

画における差押えの対象となった不動産を検出する差押

え不動産検出部ＡＴ１と、差押え対象となった不動産の

件数、差押え対象の不動産であって任意で成立した売買

により所有権が移転した不動産の件数、差押え対象の不

動産であって競売により所有権が移転した不動産の件数

、のうちの少なくとも２つの件数に基づいて、区画にお

ける不動産の市場性に関する指標を導出する指標導出部

ＩＸと、を有する。

【選択図】図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】

【 請 求 項 １ 】

　 予 め 定 め ら れ た 区 画 に お け る 差 押 え の 対 象 と な っ た 不 動 産 を 検 出 す る 差 押 え 不 動 産 検 出

手 段 と 、

　 前 記 差 押 え 対 象 と な っ た 不 動 産 の 件 数 、 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 で あ っ て 任 意 で 成 立 し

た 売 買 に よ り 所 有 権 が 移 転 し た 不 動 産 の 件 数 、 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 で あ っ て 競 売 に よ

り 所 有 権 が 移 転 し た 不 動 産 の 件 数 、 の う ち の 少 な く と も ２ つ の 件 数 に 基 づ い て 、 前 記 区 画

に お け る 不 動 産 の 市 場 性 に 関 す る 指 標 を 導 出 す る 指 標 導 出 手 段 と 、

　 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 情 報 処 理 シ ス テ ム 。

【 請 求 項 ２ 】

　 予 め 定 め ら れ た 区 画 に お け る 差 押 え の 対 象 と な っ た 不 動 産 を 検 出 す る 差 押 え 不 動 産 検 出

手 段 と 、

　 前 記 差 押 え 対 象 と な っ た 不 動 産 の 件 数 、 前 記 差 押 え 対 象 と な っ た 不 動 産 の う ち 処 分 の 制

限 が 解 除 さ れ た 不 動 産 の 件 数 、 前 記 差 押 え 対 象 と な っ た 不 動 産 の う ち 処 分 の 制 限 が 維 持 さ

れ た ま ま の 不 動 産 の 件 数 の う ち の い ず れ か の 件 数 と 、

　 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 で あ っ て 任 意 で 成 立 し た 売 買 に よ り 所 有 権 が 移 転 し た 不 動 産 の

件 数 、 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 で あ っ て 競 売 に よ り 所 有 権 が 移 転 し た 不 動 産 の 件 数 の う ち

の 一 方 の 件 数 と 、 に 基 づ い て 、 前 記 区 画 に お け る 不 動 産 の 市 場 性 に 関 す る 指 標 を 導 出 す る

指 標 導 出 手 段 と 、

　 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 情 報 処 理 シ ス テ ム 。

【 請 求 項 ３ 】

　 請 求 項 １ に 記 載 さ れ た 情 報 処 理 シ ス テ ム で あ っ て 、

　 前 記 指 標 導 出 手 段 は 、

　 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 の 件 数 を 集 計 す る 手 段 、 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 で あ っ て 任 意

で 成 立 し た 売 買 に よ り 所 有 権 が 移 転 し た 不 動 産 の 件 数 を 集 計 す る 手 段 、 前 記 差 押 え 対 象 の

不 動 産 で あ っ て 競 売 に よ り 所 有 権 が 移 転 し た 不 動 産 の 件 数 を 集 計 す る 手 段 の う ち の 少 な く

と も ２ つ の 手 段 を 有 す る 、

　 こ と を 特 徴 と す る 情 報 処 理 シ ス テ ム 。

【 請 求 項 ４ 】

　 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 さ れ た 情 報 処 理 シ ス テ ム で あ っ て 、

　 登 記 の 申 請 時 に 必 要 と な る 情 報 を 含 む 登 記 申 請 情 報 を 記 憶 す る 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 を さ

ら に 有 し 、

　 前 記 差 押 え 不 動 産 検 出 手 段 は 、 前 記 予 め 定 め ら れ た 区 画 内 の 不 動 産 を 申 請 の 対 象 と す る

登 記 申 請 情 報 で あ っ て 、 処 分 の 制 限 を 示 す 情 報 を 登 記 の 目 的 に 含 む 不 動 産 の 登 記 申 請 情 報

を 、 前 記 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 か ら 検 出 す る こ と に よ り 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 を 検 出 す る

、

　 こ と を 特 徴 と す る 情 報 処 理 シ ス テ ム 。

【 請 求 項 ５ 】

　 請 求 項 ４ に 記 載 さ れ た 情 報 処 理 シ ス テ ム で あ っ て 、

　 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 で あ っ て 任 意 で 成 立 し た 売 買 に よ り 所 有 権 が 移 転 し た 不 動 産 の

件 数 は 、 前 記 差 押 え 不 動 産 検 出 手 段 に よ っ て 検 出 さ れ た 差 押 え 対 象 の 不 動 産 と 同 一 の 物 件

特 定 情 報 を 含 み 、 差 し 押 さ え の 登 記 申 請 の 受 付 年 月 日 よ り も 後 に 受 け 付 け ら れ た 登 記 申 請

情 報 で あ っ て 、 有 償 の 譲 渡 契 約 を 原 因 と す る 所 有 権 の 移 転 に 関 す る 情 報 を 登 記 の 目 的 に 含

む 登 記 申 請 情 報 の 有 無 を 判 定 す る こ と に よ り 、 集 計 さ れ る 、

　 こ と を 特 徴 と す る 情 報 処 理 シ ス テ ム 。

【 請 求 項 ６ 】

　 予 め 定 め ら れ た 区 画 に お い て 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 建 物 の 不 動 産 を 検 出 す る 所 有 権

保 存 建 物 検 出 手 段 と 、

　 前 記 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 建 物 の 件 数 と 、 前 記 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 建 物 で あ

っ て 、 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 日 と 同 日 に 当 該 建 物 が 存 在 す る 土 地 の 所 有 権 が 移 転 さ れ
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た 建 物 の 件 数 と 、 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 日 と 同 日 に 当 該 建 物 が 存 在 す る 土 地 の 所 有 権

が 移 転 さ れ て な い 建 物 の 件 数 と 、 の う ち の 少 な く と も ２ つ に 基 づ い て 、 前 記 区 画 に お け る

不 動 産 の 市 場 性 に 関 す る 指 標 を 導 出 す る 指 標 導 出 手 段 と 、

　 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 情 報 処 理 シ ス テ ム 。

【 請 求 項 ７ 】

　 請 求 項 ６ に 記 載 さ れ た 情 報 処 理 シ ス テ ム で あ っ て 、

　 登 記 の 申 請 時 に 必 要 と な る 情 報 を 含 む 登 記 申 請 情 報 を 記 憶 す る 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 を さ

ら に 有 し 、

　 前 記 所 有 権 保 存 建 物 検 出 手 段 は 、 前 記 予 め 定 め ら れ た 区 画 内 の 不 動 産 を 申 請 の 対 象 と す

る 登 記 申 請 情 報 で あ っ て 、 所 有 権 の 保 存 を 示 す 情 報 を 登 記 の 目 的 に 含 む 建 物 の 登 記 申 請 情

報 を 前 記 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 か ら 検 出 す る こ と に よ り 、 前 記 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 建

物 を 検 出 す る 、

　 こ と を 特 徴 と す る 情 報 処 理 シ ス テ ム 。

【 請 求 項 ８ 】

　 差 押 え 不 動 産 検 出 手 段 が 、 予 め 定 め ら れ た 区 画 に お け る 差 押 え の 対 象 と な っ た 不 動 産 を

検 出 し 、

　 指 標 導 出 手 段 が 、 前 記 差 押 え 対 象 と な っ た 不 動 産 の 件 数 、 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 で あ

っ て 任 意 で 成 立 し た 売 買 に よ り 所 有 権 が 移 転 し た 不 動 産 の 件 数 、 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産

で あ っ て 競 売 に よ り 所 有 権 が 移 転 し た 不 動 産 の 件 数 、 の う ち の 少 な く と も ２ つ の 件 数 に 基

づ い て 、 前 記 区 画 に お け る 不 動 産 の 市 場 性 に 関 す る 指 標 を 導 出 す る 、

　 こ と を 特 徴 と す る 情 報 処 理 方 法 。

【 請 求 項 ９ 】

　 差 押 え 不 動 産 検 出 手 段 が 、 予 め 定 め ら れ た 区 画 に お け る 差 押 え の 対 象 と な っ た 不 動 産 を

検 出 し 、

　 指 標 導 出 手 段 が 、 前 記 差 押 え 対 象 と な っ た 不 動 産 の 件 数 、 前 記 差 押 え 対 象 と な っ た 不 動

産 の う ち 処 分 の 制 限 が 解 除 さ れ た 不 動 産 の 件 数 、 前 記 差 押 え 対 象 と な っ た 不 動 産 の う ち 処

分 の 制 限 が 維 持 さ れ た ま ま の 不 動 産 の 件 数 の う ち の い ず れ か の 件 数 と 、

　 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 で あ っ て 任 意 で 成 立 し た 売 買 に よ り 所 有 権 が 移 転 し た 不 動 産 の

件 数 、 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 で あ っ て 競 売 に よ り 所 有 権 が 移 転 し た 不 動 産 の 件 数 の う ち

の 一 方 の 件 数 と 、 に 基 づ い て 、 前 記 区 画 に お け る 不 動 産 の 市 場 性 に 関 す る 指 標 を 導 出 す る

、

　 こ と を 特 徴 と す る 情 報 処 理 方 法 。

【 請 求 項 １ ０ 】

　 所 有 権 保 存 建 物 検 出 手 段 が 、 予 め 定 め ら れ た 区 画 に お い て 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 建

物 の 不 動 産 を 検 出 し 、

　 指 標 導 出 手 段 が 、 前 記 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 建 物 の 件 数 と 、 前 記 所 有 権 保 存 の 対 象

と な っ た 建 物 で あ っ て 、 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 日 と 同 日 に 当 該 建 物 が 存 在 す る 土 地 の

所 有 権 が 移 転 さ れ た 建 物 の 件 数 と 、 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 日 と 同 日 に 当 該 建 物 が 存 在

す る 土 地 の 所 有 権 が 移 転 さ れ て な い 建 物 の 件 数 と 、 の う ち の 少 な く と も ２ つ に 基 づ い て 、

前 記 区 画 に お け る 不 動 産 の 市 場 性 に 関 す る 指 標 を 導 出 す る 、

　 こ と を 特 徴 と す る 情 報 処 理 方 法 。

【 請 求 項 １ １ 】

　 コ ン ピ ュ ー タ を 、 予 め 定 め ら れ た 区 画 に お け る 差 押 え の 対 象 と な っ た 不 動 産 を 検 出 す る

差 押 え 不 動 産 検 出 手 段 と 、

　 前 記 差 押 え 対 象 と な っ た 不 動 産 の 件 数 、 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 で あ っ て 任 意 で 成 立 し

た 売 買 に よ り 所 有 権 が 移 転 し た 不 動 産 の 件 数 、 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 で あ っ て 競 売 に よ

り 所 有 権 が 移 転 し た 不 動 産 の 件 数 、 の う ち の 少 な く と も ２ つ の 件 数 に 基 づ い て 、 前 記 区 画

に お け る 不 動 産 の 市 場 性 に 関 す る 指 標 を 導 出 す る 指 標 導 出 手 段 と し て 機 能 さ せ る た め の プ

ロ グ ラ ム 。

【 請 求 項 １ ２ 】
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　 コ ン ピ ュ ー タ を 、 予 め 定 め ら れ た 区 画 に お け る 差 押 え の 対 象 と な っ た 不 動 産 を 検 出 す る

差 押 え 不 動 産 検 出 手 段 と 、

　 前 記 差 押 え 対 象 と な っ た 不 動 産 の 件 数 、 前 記 差 押 え 対 象 と な っ た 不 動 産 の う ち 処 分 の 制

限 が 解 除 さ れ た 不 動 産 の 件 数 、 前 記 差 押 え 対 象 と な っ た 不 動 産 の う ち 処 分 の 制 限 が 維 持 さ

れ た ま ま の 不 動 産 の 件 数 の う ち の い ず れ か の 件 数 と 、

　 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 で あ っ て 任 意 で 成 立 し た 売 買 に よ り 所 有 権 が 移 転 し た 不 動 産 の

件 数 、 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 で あ っ て 競 売 に よ り 所 有 権 が 移 転 し た 不 動 産 の 件 数 の う ち

の 一 方 の 件 数 と 、 に 基 づ い て 、 前 記 区 画 に お け る 不 動 産 の 市 場 性 に 関 す る 指 標 を 導 出 す る

指 標 導 出 手 段 と し て 機 能 さ せ る た め の プ ロ グ ラ ム 。

【 請 求 項 １ ３ 】

　 コ ン ピ ュ ー タ を 、 予 め 定 め ら れ た 区 画 に お い て 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 建 物 の 不 動 産

を 検 出 す る 所 有 権 保 存 建 物 検 出 手 段 と 、

　 前 記 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 建 物 の 件 数 と 、 前 記 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 建 物 で あ

っ て 、 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 日 と 同 日 に 当 該 建 物 が 存 在 す る 土 地 の 所 有 権 が 移 転 さ れ

た 建 物 の 件 数 と 、 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 日 と 同 日 に 当 該 建 物 が 存 在 す る 土 地 の 所 有 権

が 移 転 さ れ て な い 建 物 の 件 数 と 、 の う ち の 少 な く と も ２ つ に 基 づ い て 、 前 記 区 画 に お け る

不 動 産 の 市 場 性 に 関 す る 指 標 を 導 出 す る 指 標 導 出 手 段 と し て 機 能 さ せ る た め の プ ロ グ ラ ム

。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】

【 技 術 分 野 】

【 ０ ０ ０ １ 】

　 本 発 明 は 、 情 報 処 理 シ ス テ ム 、 情 報 処 理 方 法 お よ び プ ロ グ ラ ム に 関 す る 。

【 背 景 技 術 】

【 ０ ０ ０ ２ 】

　 一 般 の 土 地 取 引 に 対 し て の 指 標 や 不 動 産 鑑 定 の 基 準 と し て 、 公 示 地 価 が 知 ら れ て い る 。

【 ０ ０ ０ ３ 】

　 公 示 地 価 は 、 毎 年 １ 月 １ 日 時 点 に お け る 標 準 地 の 正 常 な 価 格 を ３ 月 に 公 示 す る も の で あ

り 、 土 地 取 引 に お け る 売 り 手 側 と 買 い 手 側 の 価 格 上 の 合 意 を 形 成 す る た め に 広 く 用 い ら れ

て い る 。

【 先 行 技 術 文 献 】

【 特 許 文 献 】

【 ０ ０ ０ ４ 】

【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ １ ０ － １ ５ ３ ２ ２ 号 公 報

【 発 明 の 概 要 】

【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】

【 ０ ０ ０ ５ 】

　 各 標 準 地 に お け る そ れ ぞ れ の 公 示 地 価 は 、 例 え ば 、 複 数 の 不 動 産 鑑 定 士 に よ る 評 価 に よ

っ て 求 め ら れ る 。

【 ０ ０ ０ ６ 】

　 公 示 地 価 は 、 土 地 や 建 物 と い っ た 不 動 産 の 価 値 の 基 準 と し て 参 照 さ れ る 指 標 で あ る も の

の 、 上 述 の よ う に し て 求 め ら れ る 公 示 地 価 は 、 不 動 産 鑑 定 士 の 主 観 的 な 印 象 が 影 響 し や す

く な り 、 不 動 産 の 実 質 的 な 価 値 が 正 確 に 反 映 さ れ て い る と は 言 い 難 い も の と 考 え ら れ る 。

【 ０ ０ ０ ７ 】

　 本 発 明 は 、 上 記 の 課 題 に 鑑 み て 、 不 動 産 価 値 の 客 観 的 な 判 断 に 寄 与 で き る 指 標 を 導 出 す

る 情 報 処 理 シ ス テ ム 、 情 報 処 理 方 法 お よ び プ ロ グ ラ ム を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。

【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】

【 ０ ０ ０ ８ 】

　 本 発 明 に か か る 情 報 処 理 シ ス テ ム は 、 上 記 課 題 に 鑑 み て 、 予 め 定 め ら れ た 区 画 に お け る

差 押 え の 対 象 と な っ た 不 動 産 を 検 出 す る 差 押 え 不 動 産 検 出 手 段 と 、 前 記 差 押 え 対 象 と な っ

た 不 動 産 の 件 数 、 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 で あ っ て 任 意 で 成 立 し た 売 買 に よ り 所 有 権 が 移

10

20

30

40

50



(5) JP  2017-33187  A   2017.2.9

転 し た 不 動 産 の 件 数 、 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 で あ っ て 競 売 に よ り 所 有 権 が 移 転 し た 不 動

産 の 件 数 、 の う ち の 少 な く と も ２ つ の 件 数 に 基 づ い て 、 前 記 区 画 に お け る 不 動 産 の 市 場 性

に 関 す る 指 標 を 導 出 す る 指 標 導 出 手 段 と 、 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 。

【 ０ ０ ０ ９ 】

　 本 発 明 に 係 る 情 報 処 理 シ ス テ ム は 、 上 記 課 題 に 鑑 み て 、 予 め 定 め ら れ た 区 画 に お け る 差

押 え の 対 象 と な っ た 不 動 産 を 検 出 す る 差 押 え 不 動 産 検 出 手 段 と 、 前 記 差 押 え 対 象 と な っ た

不 動 産 の 件 数 、 前 記 差 押 え 対 象 と な っ た 不 動 産 の う ち 処 分 の 制 限 が 解 除 さ れ た 不 動 産 の 件

数 、 前 記 差 押 え 対 象 と な っ た 不 動 産 の う ち 処 分 の 制 限 が 維 持 さ れ た ま ま の 不 動 産 の 件 数 の

う ち の い ず れ か の 件 数 と 、 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 で あ っ て 任 意 で 成 立 し た 売 買 に よ り 所

有 権 が 移 転 し た 不 動 産 の 件 数 、 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 で あ っ て 競 売 に よ り 所 有 権 が 移 転

し た 不 動 産 の 件 数 の う ち の 一 方 の 件 数 と 、 に 基 づ い て 、 前 記 区 画 に お け る 不 動 産 の 市 場 性

に 関 す る 指 標 を 導 出 す る 指 標 導 出 手 段 と 、 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 。

【 ０ ０ １ ０ 】

　 ま た 、 本 発 明 に か か る 情 報 処 理 シ ス テ ム の 一 態 様 で は 、 前 記 指 標 導 出 手 段 は 、 前 記 差 押

え 対 象 の 不 動 産 の 件 数 を 集 計 す る 手 段 、 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 で あ っ て 任 意 で 成 立 し た

売 買 に よ り 所 有 権 が 移 転 し た 不 動 産 の 件 数 を 集 計 す る 手 段 、 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 で あ

っ て 競 売 に よ り 所 有 権 が 移 転 し た 不 動 産 の 件 数 を 集 計 す る 手 段 の う ち の 少 な く と も ２ つ の

手 段 を 有 す る 、 こ と を 特 徴 と し て も よ い 。

【 ０ ０ １ １ 】

　 ま た 、 本 発 明 に か か る 情 報 処 理 シ ス テ ム の 一 態 様 で は 、 登 記 の 申 請 時 に 必 要 と な る 情 報

を 含 む 登 記 申 請 情 報 を 記 憶 す る 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 を さ ら に 有 し 、 前 記 差 押 え 不 動 産 検 出

手 段 は 、 前 記 予 め 定 め ら れ た 区 画 内 の 不 動 産 を 申 請 の 対 象 と す る 登 記 申 請 情 報 で あ っ て 、

処 分 の 制 限 を 示 す 情 報 を 登 記 の 目 的 に 含 む 不 動 産 の 登 記 申 請 情 報 を 、 前 記 登 記 申 請 情 報 記

憶 部 か ら 検 出 す る こ と に よ り 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 を 検 出 す る 、 こ と を 特 徴 と し て も よ

い 。

【 ０ ０ １ ２ 】

　 ま た 、 本 発 明 に か か る 情 報 処 理 シ ス テ ム の 一 態 様 で は 、 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 で あ っ

て 任 意 で 成 立 し た 売 買 に よ り 所 有 権 が 移 転 し た 不 動 産 の 件 数 は 、 前 記 差 押 え 不 動 産 検 出 手

段 に よ っ て 検 出 さ れ た 差 押 え 対 象 の 不 動 産 と 同 一 の 物 件 特 定 情 報 を 含 み 、 差 し 押 さ え の 登

記 申 請 の 受 付 年 月 日 よ り も 後 に 受 け 付 け ら れ た 登 記 申 請 情 報 で あ っ て 、 有 償 の 譲 渡 契 約 を

原 因 と す る 所 有 権 の 移 転 に 関 す る 情 報 を 登 記 の 目 的 に 含 む 登 記 申 請 情 報 の 有 無 を 判 定 す る

こ と に よ り 、 集 計 さ れ る 、 こ と を 特 徴 と し て も よ い 。

【 ０ ０ １ ３ 】

　 本 発 明 に か か る 情 報 処 理 シ ス テ ム は 、 上 記 課 題 に 鑑 み て 、 予 め 定 め ら れ た 区 画 に お い て

所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 建 物 の 不 動 産 を 検 出 す る 所 有 権 保 存 建 物 検 出 手 段 と 、 前 記 所 有

権 保 存 の 対 象 と な っ た 建 物 の 件 数 と 、 前 記 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 建 物 で あ っ て 、 所 有

権 保 存 の 対 象 と な っ た 日 と 同 日 に 当 該 建 物 が 存 在 す る 土 地 の 所 有 権 が 移 転 さ れ た 建 物 の 件

数 と 、 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 日 と 同 日 に 当 該 建 物 が 存 在 す る 土 地 の 所 有 権 が 移 転 さ れ

て な い 建 物 の 件 数 と 、 の う ち の 少 な く と も ２ つ に 基 づ い て 、 前 記 区 画 に お け る 不 動 産 の 市

場 性 に 関 す る 指 標 を 導 出 す る 指 標 導 出 手 段 と 、 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 。

【 ０ ０ １ ４ 】

　 ま た 、 本 発 明 に 係 る 情 報 処 理 シ ス テ ム の 一 態 様 で は 、 登 記 の 申 請 時 に 必 要 と な る 情 報 を

含 む 登 記 申 請 情 報 を 記 憶 す る 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 を さ ら に 有 し 、 前 記 所 有 権 保 存 建 物 検 出

手 段 は 、 前 記 予 め 定 め ら れ た 区 画 内 の 不 動 産 を 申 請 の 対 象 と す る 登 記 申 請 情 報 で あ っ て 、

所 有 権 の 保 存 を 示 す 情 報 を 登 記 の 目 的 に 含 む 建 物 の 登 記 申 請 情 報 を 前 記 登 記 申 請 情 報 記 憶

部 か ら 検 出 す る こ と に よ り 、 前 記 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 建 物 を 検 出 す る 、 こ と を 特 徴

と し て も よ い 。

【 ０ ０ １ ５ 】

　 本 発 明 に 係 る 情 報 処 理 方 法 は 、 上 記 課 題 に 鑑 み て 、 差 押 え 不 動 産 検 出 手 段 が 、 予 め 定 め

ら れ た 区 画 に お け る 差 押 え の 対 象 と な っ た 不 動 産 を 検 出 し 、 指 標 導 出 手 段 が 、 前 記 差 押 え
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対 象 と な っ た 不 動 産 の 件 数 、 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 で あ っ て 任 意 で 成 立 し た 売 買 に よ り

所 有 権 が 移 転 し た 不 動 産 の 件 数 、 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 で あ っ て 競 売 に よ り 所 有 権 が 移

転 し た 不 動 産 の 件 数 、 の う ち の 少 な く と も ２ つ の 件 数 に 基 づ い て 、 前 記 区 画 に お け る 不 動

産 の 市 場 性 に 関 す る 指 標 を 導 出 す る 、 こ と を 特 徴 と す る 。

【 ０ ０ １ ６ 】

　 本 発 明 に 係 る 情 報 処 理 方 法 は 、 上 記 課 題 に 鑑 み て 、 差 押 え 不 動 産 検 出 手 段 が 、 予 め 定 め

ら れ た 区 画 に お け る 差 押 え の 対 象 と な っ た 不 動 産 を 検 出 し 、 指 標 導 出 手 段 が 、 前 記 差 押 え

対 象 と な っ た 不 動 産 の 件 数 、 前 記 差 押 え 対 象 と な っ た 不 動 産 の う ち 処 分 の 制 限 が 解 除 さ れ

た 不 動 産 の 件 数 、 前 記 差 押 え 対 象 と な っ た 不 動 産 の う ち 処 分 の 制 限 が 維 持 さ れ た ま ま の 不

動 産 の 件 数 の う ち の い ず れ か の 件 数 と 、 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 で あ っ て 任 意 で 成 立 し た

売 買 に よ り 所 有 権 が 移 転 し た 不 動 産 の 件 数 、 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 で あ っ て 競 売 に よ り

所 有 権 が 移 転 し た 不 動 産 の 件 数 の う ち の 一 方 の 件 数 と 、 に 基 づ い て 、 前 記 区 画 に お け る 不

動 産 の 市 場 性 に 関 す る 指 標 を 導 出 す る 、 こ と を 特 徴 と す る 。

【 ０ ０ １ ７ 】

　 本 発 明 に 係 る 情 報 処 理 方 法 は 、 上 記 課 題 に 鑑 み て 、 所 有 権 保 存 建 物 検 出 手 段 が 、 予 め 定

め ら れ た 区 画 に お い て 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 建 物 の 不 動 産 を 検 出 し 、 指 標 導 出 手 段 が

、 前 記 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 建 物 の 件 数 と 、 前 記 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 建 物 で あ

っ て 、 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 日 と 同 日 に 当 該 建 物 が 存 在 す る 土 地 の 所 有 権 が 移 転 さ れ

た 建 物 の 件 数 と 、 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 日 と 同 日 に 当 該 建 物 が 存 在 す る 土 地 の 所 有 権

が 移 転 さ れ て な い 建 物 の 件 数 と 、 の う ち の 少 な く と も ２ つ に 基 づ い て 、 前 記 区 画 に お け る

不 動 産 の 市 場 性 に 関 す る 指 標 を 導 出 す る 、 こ と を 特 徴 と す る 。

【 ０ ０ １ ８ 】

　 本 発 明 に 係 る プ ロ グ ラ ム は 、 上 記 課 題 に 鑑 み て 、 コ ン ピ ュ ー タ を 、 予 め 定 め ら れ た 区 画

に お け る 差 押 え の 対 象 と な っ た 不 動 産 を 検 出 す る 差 押 え 不 動 産 検 出 手 段 と 、 前 記 差 押 え 対

象 と な っ た 不 動 産 の 件 数 、 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 で あ っ て 任 意 で 成 立 し た 売 買 に よ り 所

有 権 が 移 転 し た 不 動 産 の 件 数 、 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 で あ っ て 競 売 に よ り 所 有 権 が 移 転

し た 不 動 産 の 件 数 、 の う ち の 少 な く と も ２ つ の 件 数 に 基 づ い て 、 前 記 区 画 に お け る 不 動 産

の 市 場 性 に 関 す る 指 標 を 導 出 す る 指 標 導 出 手 段 と し て 機 能 さ せ る 。

【 ０ ０ １ ９ 】

　 本 発 明 に 係 る プ ロ グ ラ ム は 、 上 記 課 題 に 鑑 み て 、 コ ン ピ ュ ー タ を 、 予 め 定 め ら れ た 区 画

に お け る 差 押 え の 対 象 と な っ た 不 動 産 を 検 出 す る 差 押 え 不 動 産 検 出 手 段 と 、 前 記 差 押 え 対

象 と な っ た 不 動 産 の 件 数 、 前 記 差 押 え 対 象 と な っ た 不 動 産 の う ち 処 分 の 制 限 が 解 除 さ れ た

不 動 産 の 件 数 、 前 記 差 押 え 対 象 と な っ た 不 動 産 の う ち 処 分 の 制 限 が 維 持 さ れ た ま ま の 不 動

産 の 件 数 の う ち の い ず れ か の 件 数 と 、 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 で あ っ て 任 意 で 成 立 し た 売

買 に よ り 所 有 権 が 移 転 し た 不 動 産 の 件 数 、 前 記 差 押 え 対 象 の 不 動 産 で あ っ て 競 売 に よ り 所

有 権 が 移 転 し た 不 動 産 の 件 数 の う ち の 一 方 の 件 数 と 、 に 基 づ い て 、 前 記 区 画 に お け る 不 動

産 の 市 場 性 に 関 す る 指 標 を 導 出 す る 指 標 導 出 手 段 と し て 機 能 さ せ る 。

【 ０ ０ ２ ０ 】

　 本 発 明 に 係 る プ ロ グ ラ ム は 、 上 記 課 題 に 鑑 み て 、 コ ン ピ ュ ー タ を 、 予 め 定 め ら れ た 区 画

に お い て 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 建 物 の 不 動 産 を 検 出 す る 所 有 権 保 存 建 物 検 出 手 段 と 、

前 記 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 建 物 の 件 数 と 、 前 記 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 建 物 で あ っ

て 、 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 日 と 同 日 に 当 該 建 物 が 存 在 す る 土 地 の 所 有 権 が 移 転 さ れ た

建 物 の 件 数 と 、 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 日 と 同 日 に 当 該 建 物 が 存 在 す る 土 地 の 所 有 権 が

移 転 さ れ て な い 建 物 の 件 数 と 、 の う ち の 少 な く と も ２ つ に 基 づ い て 、 前 記 区 画 に お け る 不

動 産 の 市 場 性 に 関 す る 指 標 を 導 出 す る 指 標 導 出 手 段 と し て 機 能 さ せ る 。

【 ０ ０ ２ １ 】

　 本 発 明 に 係 る 情 報 処 理 シ ス テ ム は 、 上 記 課 題 に 鑑 み て 、 予 め 定 め ら れ た 区 画 に お け る 不

動 産 で あ っ て 、 抵 当 権 の 抹 消 登 記 が あ っ て 、 か つ 、 抹 消 登 記 と は 別 の 抵 当 権 の 設 定 登 記 が

同 時 に な さ れ た 不 動 産 の 検 出 を す る 借 換 え 不 動 産 検 出 手 段 と 、 前 記 借 換 え 不 動 産 検 出 手 段

に よ っ て 検 出 さ れ た 不 動 産 の う ち 、 第 １ の 期 間 内 に 抵 当 権 の 抹 消 登 記 と 別 の 抵 当 権 の 設 定
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登 記 と が 同 時 に な さ れ た 不 動 産 の 件 数 と 、 前 記 第 １ の 期 間 と は 異 な る 第 ２ の 期 間 内 に 抵 当

権 の 抹 消 登 記 と 別 の 抵 当 権 の 設 定 登 記 と が 同 時 に な さ れ た 不 動 産 の 件 数 と を 、 比 較 可 能 な

よ う に 表 示 を す る 表 示 手 段 と 、 を 有 す る 、 こ と を 特 徴 と す る 。

【 ０ ０ ２ ２ 】

　 本 発 明 に 係 る 情 報 処 理 シ ス テ ム は 、 上 記 課 題 に 鑑 み て 、 予 め 定 め ら れ た 区 画 に お い て 、

所 定 期 間 内 に 抵 当 権 の 設 定 登 記 が な さ れ た 不 動 産 の 検 出 を す る 抵 当 権 設 定 不 動 産 検 出 手 段

と 、 前 記 予 め 定 め ら れ た 区 画 に お け る 前 記 所 定 期 間 内 に 抵 当 権 の 設 定 登 記 が あ っ た 不 動 産

で あ っ て 、 抵 当 権 の 設 定 登 記 と は 別 の 抵 当 権 の 抹 消 登 記 が 同 時 に な さ れ た 不 動 産 の 件 数 を

集 計 す る 第 １ の 集 計 手 段 と 、 前 記 所 定 期 間 内 に 、 抵 当 権 の 抹 消 登 記 、 所 有 権 の 移 転 登 記 、

所 有 権 の 保 存 登 記 の い ず れ も 伴 わ ず に 抵 当 権 の 設 定 登 記 が な さ れ た 、 前 記 予 め 定 め ら れ た

区 画 に お け る 不 動 産 の 件 数 を 集 計 す る 第 ２ の 集 計 手 段 と 、 前 記 予 め 定 め ら れ た 区 画 に お け

る 前 記 所 定 期 間 内 に 抵 当 権 の 設 定 登 記 が あ っ た 不 動 産 で あ っ て 、 抵 当 権 の 設 定 登 記 と 所 有

権 の 移 転 登 記 が 同 時 に な さ れ た 不 動 産 の 件 数 を 集 計 す る 第 ３ の 集 計 手 段 と 、 前 記 予 め 定 め

ら れ た 区 画 に お け る 前 記 所 定 期 間 内 に 抵 当 権 の 設 定 登 記 が あ っ た 建 物 の 不 動 産 で あ っ て 、

抵 当 権 の 設 定 登 記 と 所 有 権 の 保 存 登 記 が 同 時 に な さ れ た 建 物 の 不 動 産 の 件 数 を 集 計 す る 第

４ の 集 計 手 段 と 、 前 記 第 １ 乃 至 第 ４ の 集 計 手 段 に よ っ て 集 計 さ れ た 不 動 産 の 件 数 を 比 較 可

能 な よ う に 表 示 を す る 表 示 手 段 と 、 を 有 す る 、 こ と を 特 徴 と す る 。

【 ０ ０ ２ ３ 】

　 本 発 明 に 係 る 情 報 処 理 方 法 は 、 上 記 課 題 に 鑑 み て 、 借 換 え 不 動 産 検 出 手 段 が 、 予 め 定 め

ら れ た 区 画 に お け る 不 動 産 で あ っ て 、 抵 当 権 の 抹 消 登 記 が あ っ て 、 か つ 、 抹 消 登 記 と は 別

の 抵 当 権 の 設 定 登 記 が 同 時 に な さ れ た 不 動 産 の 検 出 を し 、 表 示 手 段 が 、 前 記 借 換 え 不 動 産

検 出 手 段 に よ っ て 検 出 さ れ た 不 動 産 の う ち 、 第 １ の 期 間 内 に 抵 当 権 の 抹 消 登 記 と 別 の 抵 当

権 の 設 定 登 記 と が 同 時 に な さ れ た 不 動 産 の 件 数 と 、 前 記 第 １ の 期 間 と は 異 な る 第 ２ の 期 間

内 に 抵 当 権 の 抹 消 登 記 と 別 の 抵 当 権 の 設 定 登 記 と が 同 時 に な さ れ た 不 動 産 の 件 数 と を 、 比

較 可 能 な よ う に 表 示 を す る 、 こ と を 特 徴 と す る 。

【 ０ ０ ２ ４ 】

　 本 発 明 に 係 る 情 報 処 理 方 法 は 、 上 記 課 題 に 鑑 み て 、 抵 当 権 設 定 不 動 産 検 出 手 段 が 、 予 め

定 め ら れ た 区 画 に お い て 、 所 定 期 間 内 に 抵 当 権 の 設 定 登 記 が な さ れ た 不 動 産 の 検 出 を し 、

第 １ の 集 計 手 段 が 、 前 記 予 め 定 め ら れ た 区 画 に お け る 前 記 所 定 期 間 内 に 抵 当 権 の 設 定 登 記

が あ っ た 不 動 産 で あ っ て 、 抵 当 権 の 設 定 登 記 と は 別 の 抵 当 権 の 抹 消 登 記 が 同 時 に な さ れ た

不 動 産 の 件 数 を 集 計 し 、 第 ２ の 集 計 手 段 が 、 前 記 所 定 期 間 内 に 、 抵 当 権 の 抹 消 登 記 、 所 有

権 の 移 転 登 記 、 所 有 権 の 保 存 登 記 の い ず れ も 伴 わ ず に 抵 当 権 の 設 定 登 記 が な さ れ た 、 前 記

予 め 定 め ら れ た 区 画 に お け る 不 動 産 の 件 数 を 集 計 し 、 第 ３ の 集 計 手 段 が 、 前 記 予 め 定 め ら

れ た 区 画 に お け る 前 記 所 定 期 間 内 に 抵 当 権 の 設 定 登 記 が あ っ た 不 動 産 で あ っ て 、 抵 当 権 の

設 定 登 記 と 所 有 権 の 移 転 登 記 が 同 時 に な さ れ た 不 動 産 の 件 数 を 集 計 し 、 第 ４ の 集 計 手 段 が

、 前 記 予 め 定 め ら れ た 区 画 に お け る 前 記 所 定 期 間 内 に 抵 当 権 の 設 定 登 記 が あ っ た 建 物 の 不

動 産 で あ っ て 、 抵 当 権 の 設 定 登 記 と 所 有 権 の 保 存 登 記 が 同 時 に な さ れ た 建 物 の 不 動 産 の 件

数 を 集 計 し 、 表 示 手 段 が 、 前 記 第 １ 乃 至 第 ４ の 集 計 手 段 に よ っ て 集 計 さ れ た 不 動 産 の 件 数

を 比 較 可 能 な よ う に 表 示 を す る 、 こ と を 特 徴 と す る 。

【 ０ ０ ２ ５ 】

　 本 発 明 に 係 る プ ロ グ ラ ム は 、 上 記 課 題 に 鑑 み て 、 コ ン ピ ュ ー タ を 、 予 め 定 め ら れ た 区 画

に お け る 不 動 産 で あ っ て 、 抵 当 権 の 抹 消 登 記 が あ っ て 、 か つ 、 抹 消 登 記 と は 別 の 抵 当 権 の

設 定 登 記 が 同 時 に な さ れ た 不 動 産 の 検 出 を す る 借 換 え 不 動 産 検 出 手 段 と 、 前 記 借 換 え 不 動

産 検 出 手 段 に よ っ て 検 出 さ れ た 不 動 産 の う ち 、 第 １ の 期 間 内 に 抵 当 権 の 抹 消 登 記 と 別 の 抵

当 権 の 設 定 登 記 と が 同 時 に な さ れ た 不 動 産 の 件 数 と 、 前 記 第 １ の 期 間 と は 異 な る 第 ２ の 期

間 内 に 抵 当 権 の 抹 消 登 記 と 別 の 抵 当 権 の 設 定 登 記 と が 同 時 に な さ れ た 不 動 産 の 件 数 と を 、

比 較 可 能 な よ う に 表 示 を す る 表 示 手 段 と し て 機 能 さ せ る 。

【 ０ ０ ２ ６ 】

　 本 発 明 に 係 る プ ロ グ ラ ム は 、 上 記 課 題 に 鑑 み て 、 コ ン ピ ュ ー タ を 、 予 め 定 め ら れ た 区 画

に お い て 、 所 定 期 間 内 に 抵 当 権 の 設 定 登 記 が な さ れ た 不 動 産 の 検 出 を す る 抵 当 権 設 定 不 動
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産 検 出 手 段 と 、 前 記 予 め 定 め ら れ た 区 画 に お け る 前 記 所 定 期 間 内 に 抵 当 権 の 設 定 登 記 が あ

っ た 不 動 産 で あ っ て 、 抵 当 権 の 設 定 登 記 と は 別 の 抵 当 権 の 抹 消 登 記 が 同 時 に な さ れ た 不 動

産 の 件 数 を 集 計 す る 第 １ の 集 計 手 段 と 、 前 記 所 定 期 間 内 に 、 抵 当 権 の 抹 消 登 記 、 所 有 権 の

移 転 登 記 、 所 有 権 の 保 存 登 記 の い ず れ も 伴 わ ず に 抵 当 権 の 設 定 登 記 が な さ れ た 、 前 記 予 め

定 め ら れ た 区 画 に お け る 不 動 産 の 件 数 を 集 計 す る 第 ２ の 集 計 手 段 と 、 前 記 予 め 定 め ら れ た

区 画 に お け る 前 記 所 定 期 間 内 に 抵 当 権 の 設 定 登 記 が あ っ た 不 動 産 で あ っ て 、 抵 当 権 の 設 定

登 記 と 所 有 権 の 移 転 登 記 が 同 時 に な さ れ た 不 動 産 の 件 数 を 集 計 す る 第 ３ の 集 計 手 段 と 、 前

記 予 め 定 め ら れ た 区 画 に お け る 前 記 所 定 期 間 内 に 抵 当 権 の 設 定 登 記 が あ っ た 建 物 の 不 動 産

で あ っ て 、 抵 当 権 の 設 定 登 記 と 所 有 権 の 保 存 登 記 が 同 時 に な さ れ た 建 物 の 不 動 産 の 件 数 を

集 計 す る 第 ４ の 集 計 手 段 と 、 前 記 第 １ 乃 至 第 ４ の 集 計 手 段 に よ っ て 集 計 さ れ た 不 動 産 の 件

数 を 比 較 可 能 な よ う に 表 示 を す る 表 示 手 段 と し て 機 能 さ せ る 。

【 発 明 の 効 果 】

【 ０ ０ ２ ７ 】

　 本 発 明 に よ れ ば 、 不 動 産 価 値 の 客 観 的 な 判 断 に 寄 与 で き る 指 標 を 導 出 す る 情 報 処 理 シ ス

テ ム 、 情 報 処 理 方 法 お よ び プ ロ グ ラ ム を 提 供 す る こ と が で き る 。

【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】

【 ０ ０ ２ ８ 】

【 図 １ 】 本 発 明 の 第 １ の 実 施 形 態 に 係 る 情 報 処 理 シ ス テ ム の 機 能 的 構 成 を 示 す 図 で あ る 。

【 図 ２ 】 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 に 記 録 さ れ た 登 記 申 請 情 報 の 例 を 示 す 図 で あ る 。

【 図 ３ 】 第 １ の 実 施 形 態 に お け る 不 動 産 指 標 導 出 シ ス テ ム に て 導 出 さ れ た 、 各 区 画 に お け

る 差 押 え 件 数 や 不 動 産 指 標 と 、 地 図 上 に 表 示 さ れ た 不 動 産 指 標 の 様 子 を 示 す 図 で あ る 。

【 図 ４ 】 第 １ の 実 施 形 態 に お け る 情 報 処 理 シ ス テ ム に お け る 処 理 の フ ロ ー を 説 明 す る た め

の 図 で あ る 。

【 図 ５ 】 第 ２ の 実 施 形 態 に 係 る 情 報 処 理 シ ス テ ム の 機 能 的 構 成 を 示 す 図 で あ る 。

【 図 ６ 】 第 ２ の 実 施 形 態 に お け る 不 動 産 指 標 （ 建 売 割 合 ） の 導 出 結 果 を 示 す 図 と な っ て い

る 。

【 図 ７ 】 第 ３ の 実 施 形 態 に 係 る 情 報 処 理 シ ス テ ム の 機 能 的 構 成 を 示 す 図 で あ る 。

【 図 ８ 】 第 ３ の 実 施 形 態 に お け る 情 報 処 理 シ ス テ ム に よ る 、 借 換 え 不 動 産 等 の 集 計 件 数 の

結 果 の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。

【 図 ９ 】 複 数 種 類 の 区 画 内 に お け る 借 換 え 件 数 を 時 系 列 的 に 比 較 す る た め の グ ラ フ で あ る

。

【 発 明 を 実 施 す る た め の 形 態 】

【 ０ ０ ２ ９ 】

［ 第 １ の 実 施 形 態 ］

　 以 下 に お い て は 、 本 発 明 の 第 １ の 実 施 形 態 に 係 る 情 報 処 理 シ ス テ ム １ に つ い て の 説 明 を

す る 。

【 ０ ０ ３ ０ 】

　 図 １ は 、 本 発 明 の 第 １ の 実 施 形 態 に 係 る 情 報 処 理 シ ス テ ム １ の 機 能 的 構 成 を 示 す 図 で あ

る 。 同 図 で 示 さ れ る よ う に 、 本 実 施 形 態 の 情 報 処 理 シ ス テ ム １ は 、 サ ー バ 装 置 ２ と ク ラ イ

ア ン ト 装 置 ３ と を 含 ん で 構 成 さ れ て 、 サ ー バ 装 置 ２ と ク ラ イ ア ン ト 装 置 ３ は Ｗ Ａ Ｎ や Ｌ Ａ

Ｎ な ど の ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 相 互 に デ ー タ 通 信 可 能 に 接 続 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ３ １ 】

　 本 実 施 形 態 の サ ー バ 装 置 ２ お よ び ク ラ イ ア ン ト 装 置 ３ は 、 Ｒ Ａ Ｍ （ Random Access Memo

ry） や Ｒ Ｏ Ｍ （ Read Only Memory） 等 の 記 憶 素 子 、 な ら び に ハ ー ド デ ィ ス ク 等 に よ っ て 構

成 さ れ る 記 憶 領 域 と 、 Ｃ Ｐ Ｕ （ Central Processing Unit） 等 の プ ロ グ ラ ム 制 御 デ バ イ ス

を 含 む こ と に よ っ て 実 現 さ れ る 。 サ ー バ 装 置 ２ お よ び ク ラ イ ア ン ト 装 置 ３ で は 、 ハ ー ド デ

ィ ス ク 等 の 記 憶 領 域 に 格 納 さ れ た プ ロ グ ラ ム を Ｃ Ｐ Ｕ が 実 行 す る こ と に よ っ て 各 機 能 が 実

現 さ れ る 。

【 ０ ０ ３ ２ 】

　 サ ー バ 装 置 ２ は 、 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 Ｒ Ｍ と 、 差 押 え 不 動 産 検 出 部 Ａ Ｔ １ 及 び 差 押 え 後
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任 売 不 動 産 検 出 部 Ａ Ｔ ２ と 、 指 標 導 出 部 Ｉ Ｘ を 有 し て 構 成 さ れ る 。 ま た 、 ク ラ イ ア ン ト 装

置 ３ は 、 地 図 表 示 部 Ｍ Ｐ と 、 指 標 情 報 受 信 部 Ｒ Ｃ を 有 し て い る 。

【 ０ ０ ３ ３ 】

　 以 下 に お い て は 、 サ ー バ 装 置 ２ と ク ラ イ ア ン ト 装 置 ３ に つ い て 順 番 に 説 明 を す る 。

【 ０ ０ ３ ４ 】

　 サ ー バ 装 置 ２ は 、 ク ラ イ ア ン ト 装 置 ３ か ら 要 求 さ れ た 一 又 は 複 数 の 区 画 に て 所 定 期 間 内

に 発 生 し た 、 「 差 押 え 不 動 産 」 と 、 「 差 押 え 後 に 任 意 で 売 買 が 成 立 し た 不 動 産 （ 任 売 ） 」

を 検 出 し 、 こ れ ら を 区 画 ご と に 集 計 を し て 後 述 の よ う に 不 動 産 指 標 を 導 き 出 し て ク ラ イ ア

ン ト 装 置 ３ に 出 力 す る 。 サ ー バ 装 置 ２ は 、 不 動 産 指 標 の 導 出 に 際 し て は 、 差 押 え 不 動 産 の

件 数 と 、 任 売 の 件 数 と に 基 づ い て 区 画 毎 に 集 計 を し て 演 算 を 行 う も の と な っ て お り 、 ク ラ

イ ア ン ト 装 置 ３ は 、 サ ー バ 装 置 ２ か ら 送 信 さ れ た 不 動 産 指 標 を 地 図 上 に 表 示 す る 。

【 ０ ０ ３ ５ 】

　 こ こ で 区 画 と は 、 所 定 範 囲 の 領 域 が 複 数 に 区 分 け さ れ た 一 つ 一 つ の 領 域 の こ と を い い 、

日 本 国 土 を 区 分 す る 区 画 と し て は 、 例 え ば 、 都 道 府 県 や 市 区 町 村 、 町 丁 目 と い っ た も の が

知 ら れ て い る 。 本 実 施 形 態 の 情 報 処 理 シ ス テ ム と し て は 、 町 丁 目 単 位 の 区 画 ご と に 不 動 産

指 標 を 導 出 す る も の と な っ て い る た め 、 以 下 に お い て は 、 こ の こ と を 前 提 と し て 説 明 を す

る が 、 市 や 区 等 の 他 の 単 位 の 区 画 ご と に 不 動 産 指 標 を 導 出 す る よ う に し て も よ い 。

【 ０ ０ ３ ６ 】

　 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 Ｒ Ｍ は 、 ハ ー ド デ ィ ス ク 等 に よ っ て 構 成 さ れ て 、 複 数 の 登 記 申 請 情

報 を 記 憶 す る も の と な っ て お り 、 例 え ば 、 法 務 局 か ら 紙 媒 体 ベ ー ス で 登 記 申 請 情 報 の 記 載

さ れ た 不 動 産 登 記 受 付 簿 が 取 得 さ れ 、 こ れ ら の 記 載 内 容 を デ ー タ 化 し て 蓄 積 す る こ と に よ

っ て 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 Ｒ Ｍ を 構 成 す る こ と が で き る 。 本 実 施 形 態 に お け る 登 記 申 請 情 報

記 憶 部 Ｒ Ｍ に お け る 記 録 内 容 は 、 予 め 定 め ら れ た 都 道 府 県 市 区 町 村 の 自 治 体 に お い て 新 た

に 登 記 申 請 が な さ れ る ご と に 原 則 的 に 更 新 さ れ て 、 新 た な 登 記 申 請 情 報 が 生 成 さ れ る よ う

に な っ て い る 。

【 ０ ０ ３ ７ 】

　 図 ２ （ ａ ） は 、 本 実 施 形 態 に お け る 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 Ｒ Ｍ に 記 録 さ れ た 登 記 申 請 情 報

の 内 容 の 一 例 を 示 す 図 と な っ て い る 。 同 図 に お い て 示 さ れ る よ う に 、 登 記 申 請 情 報 の １ レ

コ ー ド は 、 そ の 登 記 申 請 が 行 わ れ た 受 付 年 月 日 、 そ の 申 請 を 特 定 す る 受 付 番 号 、 登 記 の 目

的 、 用 途 の ほ か に 、 登 記 申 請 さ れ た 対 象 物 件 を 特 定 す る た め の 情 報 （ 物 件 特 定 情 報 ） と し

て の 都 道 府 県 名 、 市 区 町 村 名 、 大 字 ・ 町 名 、 地 番 及 び 家 屋 番 号 を 含 ん で 構 成 さ れ る 。 ま た

登 記 申 請 が 行 わ れ た 不 動 産 が 存 在 す る 位 置 は 、 物 件 特 定 情 報 に よ っ て 特 定 さ れ る こ と と な

る が 、 以 下 に お い て は 、 こ の 物 件 特 定 情 報 を 単 に 所 在 ・ 地 番 と も い う こ と と す る 。 ま た 地

番 お よ び 家 屋 番 号 に つ い て は 、 登 記 申 請 の 対 象 物 件 が 「 土 地 」 の 場 合 に は 「 地 番 」 で あ り

、 「 建 物 」 や 「 区 分 建 物 」 の 場 合 に は 「 家 屋 番 号 」 と な る 。

【 ０ ０ ３ ８ 】

　 差 押 え （ 「 登 記 の 目 的 」 に 、 処 分 の 制 限 を 示 す 情 報 が 含 ま れ る 登 記 申 請 ） が 発 生 し た 場

合 の 登 記 変 化 と し て は 、 差 押 え が 抹 消 さ れ る 場 合 （ 図 ２ （ ａ ） に お け る 地 番 「 ２ ０ ０ 」 の

ケ ー ス ） と 、 差 押 え 後 に 任 意 で 売 買 が 成 立 す る 場 合 （ 図 ２ （ ａ ） に お け る 家 屋 番 号 「 ２ １

０ － １ 」 の ケ ー ス ） と 、 差 押 え 後 に 競 売 に て 所 有 権 が 移 転 さ れ る 場 合 （ 図 ２ （ ａ ） に お け

る 地 番 「 ２ ２ ０ 」 の ケ ー ス ） と 、 差 押 え さ れ た 状 態 が 維 持 さ れ る 場 合 （ 図 ２ （ ａ ） に お け

る 家 屋 番 号 「 ２ ３ ０ － １ 」 の ケ ー ス ） の ４ パ タ ー ン が 存 在 す る 。

【 ０ ０ ３ ９ 】

　 図 ２ （ ａ ） で 示 さ れ る よ う に 、 差 押 え が 抹 消 さ れ た 不 動 産 の 場 合 に は 、 差 押 え が 発 生 し

た タ イ ミ ン グ よ り も 後 の 受 付 期 間 に て 、 「 登 記 の 目 的 」 に 、 処 分 の 制 限 が 解 除 （ 抹 消 ） さ

れ た こ と を 示 す 情 報 を 含 む 登 記 申 請 情 報 が 検 出 さ れ 、 任 意 で 売 買 が 成 立 し た 不 動 産 の 場 合

に は 、 差 押 え が 発 生 し た タ イ ミ ン グ よ り も 後 の 受 付 期 間 に て 、 「 登 記 の 目 的 」 に 、 有 償 の

譲 渡 契 約 を 原 因 と す る 所 有 権 の 移 転 に 関 す る 情 報 （ 所 有 権 の 移 転 （ 売 買 ） ） を 含 む 登 記 申

請 情 報 が 検 出 さ れ 、 競 売 に て 所 有 権 が 移 転 さ れ た 不 動 産 の 場 合 に は 、 差 押 え が 発 生 し た タ

イ ミ ン グ よ り も 後 の 受 付 期 間 に て 、 「 登 記 の 目 的 」 に 、 競 売 に よ っ て 所 有 権 が 移 転 さ れ た
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こ と に 対 応 す る 情 報 （ 所 有 権 の 移 転 （ そ の 他 の 原 因 ） ） を 含 む 登 記 申 請 情 報 が 検 出 さ れ る

。 ま た 、 差 押 え さ れ て い る 状 態 が 維 持 さ れ て い る 場 合 に は 、 差 押 え が 発 生 し た タ イ ミ ン グ

よ り も 後 の 受 付 期 間 に は 、 原 則 的 に 登 記 変 化 が 発 生 せ ず 、 「 抹 消 」 や 「 所 有 権 移 転 （ 売 買

） 」 や 「 所 有 権 移 転 （ そ の 他 の 原 因 ） 」 と い っ た 「 登 記 の 目 的 」 の 登 記 申 請 情 報 が 検 出 さ

れ な い こ と に な る 。

【 ０ ０ ４ ０ 】

　 差 押 え 不 動 産 検 出 部 Ａ Ｔ １ は 、 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 Ｒ Ｍ に 記 録 さ れ た 登 記 申 請 情 報 を 検

索 し て 、 ク ラ イ ア ン ト 装 置 ３ か ら 要 求 さ れ た 区 画 内 に お け る 差 押 え の 対 象 と な っ た 不 動 産

を 検 出 す る 。 具 体 的 に は 差 押 え 不 動 産 検 出 部 Ａ Ｔ １ は 、 「 受 付 年 月 日 」 の フ ィ ー ル ド が 所

定 の 期 間 内 に 該 当 し 、 都 道 府 県 ～ 丁 目 ま で の フ ィ ー ル ド の 内 容 が 要 求 さ れ た 区 画 に 対 応 し

て 、 か つ 、 「 登 記 の 目 的 」 の フ ィ ー ル ド に 、 「 処 分 の 制 限 」 を 含 む 登 記 申 請 情 報 を 検 出 す

る 。 そ し て さ ら に 差 押 え 不 動 産 検 出 部 Ａ Ｔ １ は 、 検 出 さ れ た 登 記 申 請 情 報 か ら 物 件 特 定 情

報 を 取 得 し て 、 差 押 え 対 象 と な っ た 不 動 産 を 特 定 す る 。

【 ０ ０ ４ １ 】

　 差 押 え 後 任 売 不 動 産 検 出 部 Ａ Ｔ ２ は 、 差 押 え 不 動 産 検 出 部 Ａ Ｔ １ で 検 出 さ れ た 差 押 え の

対 象 と な っ た 不 動 産 の う ち 、 差 押 え 後 に 任 意 で 売 買 が 成 立 す る こ と で 所 有 権 が 移 転 さ れ た

不 動 産 を 検 出 す る 。 具 体 的 に は 、 差 押 え 後 任 売 不 動 産 検 出 部 Ａ Ｔ ２ は 、 差 押 え 不 動 産 検 出

部 Ａ Ｔ １ に て 取 得 さ れ た 各 物 件 特 定 情 報 を キ ー と し て 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 Ｒ Ｍ を 検 索 し 、

「 処 分 の 制 限 」 の 登 記 申 請 の 受 付 年 月 日 以 降 で あ っ て 、 「 所 有 権 の 移 転 （ 売 買 ） 」 を 登 記

の 目 的 に 含 む 登 記 申 請 情 報 が 存 在 す る 不 動 産 を 検 出 す る 。 な お 、 こ の 際 、 差 押 え 後 任 売 不

動 産 検 出 部 Ａ Ｔ ２ は 、 「 処 分 の 制 限 」 の 登 記 申 請 と 、 「 所 有 権 の 移 転 （ 売 買 ） 」 の 登 記 申

請 の 間 に 、 「 抹 消 」 の 登 記 申 請 が 存 在 す る 不 動 産 は 排 除 す る よ う に す る 。

【 ０ ０ ４ ２ 】

　 な お 、 「 所 有 権 の 移 転 （ 売 買 ） 」 と は 、 所 有 権 の 移 転 か つ 売 買 を 示 す 情 報 で あ っ て 、 有

償 の 譲 渡 契 約 を 原 因 と す る 所 有 権 の 移 転 に 関 す る 情 報 で あ り 、 相 続 、 遺 贈 、 法 人 合 併 、 贈

与 等 に つ い て は 、 対 価 の 支 払 い を 原 則 的 に 伴 わ な い こ と か ら 、 本 実 施 形 態 に お け る 有 償 の

譲 渡 契 約 を 原 因 と す る 所 有 権 の 移 転 に 関 す る 情 報 に は 含 ま れ な い こ と と な っ て い る 。 ま た

、 「 所 有 権 の 移 転 （ そ の 他 ） 」 は 、 上 記 （ 売 買 や 相 続 、 贈 与 等 ） 以 外 に よ っ て 所 有 権 が 移

転 さ れ る 場 合 を い う が 、 差 押 え の 発 生 後 に 、 「 所 有 権 の 移 転 （ そ の 他 ） 」 を 登 記 の 目 的 と

す る 登 記 申 請 が 為 さ れ た 場 合 に は 、 競 売 に よ っ て 所 有 権 が 移 転 さ れ た こ と を 示 す も の と な

る 。

【 ０ ０ ４ ３ 】

　 次 に 指 標 導 出 部 Ｉ Ｘ は 、 差 押 え 不 動 産 検 出 部 Ａ Ｔ １ に よ っ て 検 出 さ れ た 差 押 え 対 象 の 不

動 産 の 件 数 と 、 差 押 え 後 任 売 不 動 産 検 出 部 Ａ Ｔ ２ に よ っ て 検 出 さ れ た 差 押 え 後 に 売 却 さ れ

た 不 動 産 の 件 数 と に 基 づ い て 、 不 動 産 指 標 を 導 出 す る 。 本 実 施 形 態 に お け る 不 動 産 指 標 は

、 差 押 え 後 に 、 競 売 に よ ら ず に 任 意 で 売 却 し や す い 地 域 で あ る か 否 か を 示 す も の で あ り 、

不 動 産 の 市 場 性 を 示 す 指 標 と な っ て い る 。 一 般 的 に 、 差 押 え が 発 生 し て 不 動 産 が 換 金 さ れ

る 際 に は 、 「 競 売 」 よ り も 「 任 売 」 の ほ う が 高 い 金 額 で 換 金 さ れ る こ と と な っ て お り 、 「

競 売 」 は 、 任 意 で 買 い 手 を 募 っ て も 買 い 手 が 現 わ れ な か っ た 場 合 に 実 行 さ れ る 。 し た が っ

て 差 押 え の 件 数 に 対 し て 「 任 売 」 が 成 立 す る 件 数 が 多 く な る ほ ど （ 「 競 売 」 と な る 件 数 が

少 な く な る ほ ど ） 、 不 動 産 の 市 場 性 が 高 く 不 動 産 の 価 値 が 高 い 地 域 で あ る こ と を 示 す こ と

と な る 。

【 ０ ０ ４ ４ 】

　 本 実 施 形 態 の 指 標 導 出 部 Ｉ Ｘ は 、 第 １ の 集 計 部 Ｉ Ｅ １ と 、 第 ２ の 集 計 部 Ｉ Ｅ ２ を 含 ん で

構 成 さ れ る 。 第 １ の 集 計 部 Ｉ Ｅ １ は 、 差 押 え 不 動 産 検 出 部 Ａ Ｔ １ に よ っ て 検 出 さ れ た 、 所

定 期 間 内 に 差 押 え 対 象 と な っ た 不 動 産 の 件 数 を 、 区 画 毎 に 集 計 す る 。 ま た 第 ２ の 集 計 部 Ｉ

Ｅ ２ は 、 差 押 え 後 任 売 不 動 産 検 出 部 Ａ Ｔ ２ に よ っ て 検 出 さ れ た 、 所 定 期 間 内 に 差 押 え 対 象

と な っ た 後 に 任 意 で 売 買 が 成 立 し た 不 動 産 の 件 数 を 、 区 画 毎 に 集 計 す る 。 指 標 導 出 部 Ｉ Ｘ

は 、 第 １ の 集 計 部 Ｉ Ｅ １ に よ っ て 集 計 さ れ た 件 数 と 、 第 ２ の 集 計 部 Ｉ Ｅ ２ に よ っ て 集 計 さ

れ た 件 数 と に 基 づ い て 、 不 動 産 の 市 場 性 に 関 す る 指 標 を 導 出 す る 。 本 実 施 形 態 で は 、 第 ２
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の 集 計 部 Ｉ Ｅ ２ に よ っ て 集 計 さ れ る 差 押 え 後 に 売 却 さ れ た 不 動 産 の 件 数 を 、 第 １ の 集 計 部

Ｉ Ｅ １ に よ っ て 集 計 さ れ る 差 押 え 対 象 の 不 動 産 の 件 数 で 除 す こ と に よ り 不 動 産 指 標 が 導 出

さ れ て 、 区 画 毎 の 不 動 産 指 標 が ク ラ イ ア ン ト 装 置 ３ へ と 送 信 さ れ る 。

【 ０ ０ ４ ５ 】

　 図 ３ （ ａ ） は 、 ク ラ イ ア ン ト 装 置 ３ か ら 要 求 さ れ た ５ つ の 町 丁 目 に 対 応 す る 区 画 （ 東 京

都 世 田 谷 区 奥 沢 １ ～ ５ 丁 目 ） の 、 所 定 期 間 内 に お け る 不 動 産 指 標 の 導 出 結 果 を 示 す 図 で あ

り 、 図 ３ （ ｂ ） は 、 当 該 ５ つ の 町 丁 目 に 対 応 す る 地 図 に 併 せ て 不 動 産 指 標 が 表 示 さ れ る ク

ラ イ ア ン ト 装 置 ３ の 表 示 画 面 の 様 子 を 示 す 図 と な っ て い る 。 図 ３ （ ａ ） や 図 ３ （ ｂ ） で 示

さ れ る よ う に 、 奥 沢 ２ 丁 目 や 奥 沢 ４ 丁 目 は 、 不 動 産 指 標 が 大 き く （ 任 売 が 成 立 し て い る 比

率 が 大 き く ） 、 奥 沢 １ 丁 目 等 よ り も 不 動 産 の 市 場 性 が 高 い も の と 考 え ら れ る 。 こ の た め 不

動 産 の 購 入 検 討 者 と し て は 、 価 格 等 の 他 の 条 件 が 同 等 で あ る 場 合 に は 、 奥 沢 １ 丁 目 等 よ り

も 買 い 手 の つ き や す い 奥 沢 ２ 丁 目 や ４ 丁 目 の 不 動 産 の 購 入 を 志 向 す る こ と が で き る 。 す な

わ ち 本 実 施 形 態 の 情 報 処 理 シ ス テ ム １ は 、 不 動 産 の 価 値 判 断 を 行 な う た め の 指 標 を 提 示 し

て 、 不 動 産 取 引 の 際 に 客 観 的 な 判 断 材 料 を 提 供 し て 効 率 的 な 不 動 産 の 活 用 を 促 進 す る も の

と な っ て い る 。

【 ０ ０ ４ ６ 】

　 図 ４ は 、 本 実 施 形 態 に お け る 情 報 処 理 シ ス テ ム １ の 処 理 の フ ロ ー を 示 す 図 で あ る 。 同 図

で 示 さ れ る よ う に 、 ま ず Ｓ ４ ０ １ で は 、 ク ラ イ ア ン ト 装 置 か ら 不 動 産 指 標 を 導 出 す べ き 区

画 の 指 示 を 受 付 け る 。 そ し て Ｓ ４ ０ ２ で は 、 Ｓ ４ ０ １ に て 受 付 け ら れ た 各 区 画 に つ い て の

登 記 申 請 情 報 を 検 索 す る こ と に よ り 、 差 押 え 対 象 の 不 動 産 を 検 出 す る 。 Ｓ ４ ０ ３ で は 、 さ

ら に 、 Ｓ ４ ０ １ に て 受 付 け ら れ た 各 区 画 に つ い て の 登 記 申 請 情 報 を 検 索 す る こ と に よ り 、

差 押 え 後 に 売 却 さ れ た 不 動 産 を 検 出 す る 。 そ し て Ｓ ４ ０ ４ で は 、 Ｓ ４ ０ ２ お よ び Ｓ ４ ０ ３

に て 検 出 さ れ た 不 動 産 を そ れ ぞ れ 集 計 し 、 Ｓ ４ ０ ５ で は 、 こ の 集 計 さ れ た 不 動 産 の 件 数 に

基 づ い て 不 動 産 指 標 を 導 出 す る 。 Ｓ ４ ０ ６ で は 、 Ｓ ４ ０ ５ に て 導 き 出 さ れ た 不 動 産 指 標 を

ク ラ イ ア ン ト 装 置 ３ に 送 信 し 、 Ｓ ４ ０ ７ で は 、 ク ラ イ ア ン ト 装 置 ３ が 地 図 表 示 と と も に 不

動 産 指 標 の 表 示 を す る 。

【 ０ ０ ４ ７ 】

　 な お 本 実 施 形 態 に お い て は 、 差 押 え 後 に 任 意 で 売 却 さ れ た 不 動 産 の 件 数 を 、 差 押 え 対 象

の 不 動 産 の 件 数 で 除 す こ と に よ り 不 動 産 指 標 を 導 出 す る よ う に し て い る が 、 差 押 え 後 に 競

売 に よ っ て 売 却 さ れ た 不 動 産 の 件 数 を 用 い て 不 動 産 指 標 を 導 出 す る よ う に し て も よ い 。 具

体 的 に は 、 差 押 え 対 象 と な っ た 不 動 産 の 件 数 と 、 差 押 え 後 に 任 意 で 売 却 さ れ た 不 動 産 の 件

数 と 、 差 押 え 後 に 競 売 に よ っ て 所 有 権 が 移 転 さ れ た 不 動 産 の 件 数 の う ち 、 い ず れ か 少 な く

と も ２ つ に 基 づ い て 不 動 産 指 標 を 導 出 す る よ う に し て も よ く 、 例 え ば 、 差 押 え 後 に 競 売 に

よ っ て 所 有 権 が 移 転 さ れ た 不 動 産 の 件 数 を 、 差 押 え 対 象 の 不 動 産 の 件 数 で 除 す こ と に よ り

不 動 産 指 標 を 導 出 す る よ う に し て も よ い し 、 差 押 え 後 に 競 売 に よ っ て 所 有 権 が 移 転 さ れ た

不 動 産 の 件 数 と 、 差 押 え 後 に 任 意 で 売 却 さ れ た 不 動 産 の 件 数 と の 比 に よ り 、 不 動 産 指 標 を

導 出 す る よ う に し て も よ い 。

【 ０ ０ ４ ８ 】

　 ま た さ ら に 不 動 産 指 標 と し て は 、 差 押 え が 解 除 （ 処 分 の 制 限 が 抹 消 ） さ れ た 不 動 産 の 件

数 や 、 差 押 え が 維 持 さ れ て い る 状 態 の 不 動 産 の 件 数 を 用 い て 導 出 す る よ う に し て も よ い 。

こ の 場 合 に は 、 差 押 え 対 象 と な っ た 不 動 産 の 件 数 、 差 押 え が 維 持 さ れ て い る 不 動 産 の 件 数

、 差 押 え が 解 除 さ れ た 不 動 産 の 件 数 の う ち の 少 な く と も １ つ と 、 差 押 え 後 に 任 意 で 売 却 さ

れ た 不 動 産 の 件 数 、 差 押 え 後 に 競 売 に よ っ て 所 有 権 が 移 転 さ れ た 不 動 産 の 件 数 の う ち の 少

な く と も 一 方 を 用 い て 不 動 産 指 標 を 導 出 す る よ う に し て も よ い 。 ま た 不 動 産 指 標 と し て は

、 差 押 え 後 に 任 意 で 売 却 さ れ た 不 動 産 の 件 数 、 差 押 え 後 に 競 売 に よ っ て 所 有 権 が 移 転 さ れ

た 不 動 産 の 件 数 の 他 に 、 例 え ば 、 区 画 に お け る 不 動 産 の 件 数 （ 土 地 の 筆 数 や 家 屋 の 戸 数 ）

や 、 区 画 面 積 を 用 い て 導 出 す る よ う に し て も よ い 。

【 ０ ０ ４ ９ 】

　 な お 本 実 施 形 態 に お い て は 、 所 定 期 間 内 に お け る 不 動 産 指 標 が 出 力 さ れ る よ う に な っ て

い る が 、 こ の 所 定 期 間 と し て は 、 不 動 産 指 標 を 出 力 す る 際 の 日 時 を 基 準 と し て １ ヶ 月 以 前
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ま で の 期 間 で あ っ て も よ い し ３ ヶ 月 や 半 年 以 前 ま で の 期 間 で あ っ て も よ い 。 ま た 、 情 報 処

理 シ ス テ ム １ と し て は 、 一 か 月 ご と 、 あ る い は 、 １ ～ ３ 月 、 ４ ～ ６ 月 と い う よ う に ４ 半 期

ご と に 、 差 押 え 件 数 等 が 集 計 さ れ て 不 動 産 指 標 が 時 系 列 的 に 比 較 で き る よ う に 導 出 さ れ る

よ う に な っ て い て も よ い し 、 １ ～ ６ 月 、 ７ ～ １ ２ 月 と い う よ う に 半 年 ご と に 、 不 動 産 指 標

が 導 出 さ れ る よ う に な っ て い て も よ い 。

【 ０ ０ ５ ０ 】

　 ま た 不 動 産 指 標 と し て は 、 差 押 え 対 象 と な っ た 後 に 任 意 で 売 却 さ れ た 不 動 産 の 件 数 を 増

加 関 数 と し 、 差 押 え 対 象 と な っ た 後 に 競 売 で 売 却 さ れ た 不 動 産 の 件 数 を 減 少 関 数 と し て 導

出 さ れ る よ う に し て も よ い し 、 そ の 逆 で あ っ て も よ い 。

【 ０ ０ ５ １ 】

[第 ２ の 実 施 形 態 ]

　 次 に 、 第 ２ の 実 施 形 態 の 情 報 処 理 シ ス テ ム １ に つ い て 説 明 を す る 。

【 ０ ０ ５ ２ 】

　 第 ２ の 実 施 形 態 に お け る 情 報 処 理 シ ス テ ム １ は 、 第 １ の 実 施 形 態 と は 異 な り 、 建 売 住 宅

と 注 文 住 宅 の 比 率 か ら 不 動 産 の 市 場 性 に 関 す る 指 標 を 導 出 す る よ う に な っ て い る 。 一 般 に

、 注 文 住 宅 の ほ う が 建 売 住 宅 よ り も 高 価 で あ り 、 建 売 住 宅 よ り も 注 文 住 宅 が 多 い 区 画 は そ

う で な い 区 画 に 比 べ て 裕 福 な 住 宅 街 で あ っ て 不 動 産 価 値 が 高 い も の と 見 込 ま れ る 。 第 ２ の

実 施 形 態 の 情 報 処 理 シ ス テ ム １ は 、 こ の よ う な 不 動 産 の 価 値 判 断 を 行 う た め の 不 動 産 指 標

を 出 力 す る こ と に よ り 、 不 動 産 取 引 の 際 に 客 観 的 な 判 断 材 料 を 提 供 し て 効 率 的 な 不 動 産 の

活 用 を 促 進 す る も の と な っ て い る 。

【 ０ ０ ５ ３ 】

　 図 ２ （ ｂ ） は 、 第 ２ の 実 施 形 態 の 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 Ｒ Ｍ に て 記 録 さ れ る 登 記 申 請 情 報

の 一 例 を 示 す 図 で あ っ て 、 建 売 住 宅 と 注 文 住 宅 の 登 記 変 化 を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。 同

図 で 示 さ れ る よ う に 、 建 売 住 宅 の 場 合 に は 、 住 宅 を 建 築 し た 業 者 に よ る 建 物 の 「 表 題 」 の

登 記 が な さ れ た 後 に 、 建 売 住 宅 の 購 入 者 に よ る 建 物 の 「 所 有 権 保 存 」 の 登 記 と 、 土 地 の 「

所 有 権 移 転 （ 売 買 ） 」 の 登 記 と が 同 日 に な さ れ る よ う に な っ て い る 。 ま た 、 注 文 住 宅 の 場

合 に は 、 住 宅 を 建 築 し た 業 者 に よ る 建 物 の 「 表 題 」 登 記 の 後 、 購 入 者 に よ る 建 物 の 「 所 有

権 保 存 」 の 登 記 が な さ れ る よ う に な っ て お り 、 注 文 住 宅 が 建 築 さ れ た 土 地 の 登 記 に つ い て

は 、 建 物 を 建 設 す る 前 に 購 入 者 が 土 地 を 購 入 す る ケ ー ス （ 地 番 ４ ２ ８ － １ の 登 記 申 請 情 報

を 参 照 ） や 、 予 め 購 入 者 が 土 地 を 所 有 し て お り 特 に 登 記 が な さ れ な い ケ ー ス （ 家 屋 番 号 １

３ ８ － １ の 登 記 申 請 情 報 を 参 照 ） が あ る 。

【 ０ ０ ５ ４ 】

　 し た が っ て 、 「 所 有 権 保 存 」 を 目 的 と す る 建 物 の 登 記 申 請 と 、 「 所 有 権 移 転 （ 売 買 ） 」

を 目 的 と す る 土 地 の 登 記 申 請 と が 、 同 日 に な さ れ て い る 場 合 に は 建 売 住 宅 と な り 、 「 所 有

権 保 存 」 を 目 的 と す る 建 物 の 登 記 申 請 と 、 「 所 有 権 移 転 （ 売 買 ） 」 を 目 的 と す る 土 地 の 登

記 申 請 と が 、 同 日 に な さ れ て い な い 場 合 に は 注 文 住 宅 と な る 。

【 ０ ０ ５ ５ 】

　 図 ５ は 、 第 ２ の 実 施 形 態 に お け る 情 報 処 理 シ ス テ ム １ の 機 能 的 構 成 を 示 す 図 で あ る 。 同

図 で 示 さ れ る よ う に 、 第 ２ の 実 施 形 態 の 情 報 処 理 シ ス テ ム １ は 、 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 Ｒ Ｍ

と 、 指 標 導 出 部 Ｉ Ｘ の 他 に 、 所 有 権 保 存 建 物 検 出 部 Ｐ Ｒ １ と 所 有 権 保 存 時 土 地 売 買 検 出 部

Ｐ Ｒ ２ と を 含 ん で 構 成 さ れ る 。

【 ０ ０ ５ ６ 】

　 所 有 権 保 存 建 物 検 出 部 Ｐ Ｒ １ は 、 ま ず 、 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 Ｒ Ｍ に 記 録 さ れ た 登 記 申 請

情 報 を 検 索 し て 、 ク ラ イ ア ン ト 装 置 ３ か ら 要 求 さ れ た 区 画 内 の 所 定 期 間 内 に お い て 、 「 所

有 権 保 存 」 の 対 象 と な っ た 不 動 産 を 検 出 す る 。 具 体 的 に は 、 所 有 権 保 存 建 物 検 出 部 Ｐ Ｒ １

は 、 「 受 付 年 月 日 」 の フ ィ ー ル ド が 所 定 の 期 間 内 に 該 当 し 、 都 道 府 県 ～ 丁 目 ま で の フ ィ ー

ル ド が 要 求 さ れ た 区 画 に 対 応 し て 、 か つ 、 「 登 記 の 目 的 」 の フ ィ ー ル ド に 、 「 所 有 権 保 存

」 を 示 す 情 報 を 含 む 家 屋 の 不 動 産 の 登 記 申 請 情 報 を 検 出 す る 。 そ し て さ ら に 所 有 権 保 存 建

物 検 出 部 Ｐ Ｒ １ は 、 検 出 さ れ た 登 記 申 請 情 報 か ら 物 件 特 定 情 報 を 取 得 し て 、 「 所 有 権 保 存

」 の 登 記 の 対 象 と な っ た 家 屋 （ 建 物 ） の 不 動 産 を 特 定 す る 。
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【 ０ ０ ５ ７ 】

　 次 に 、 所 有 権 保 存 時 土 地 売 買 検 出 部 Ｐ Ｒ ２ は 、 所 有 権 保 存 建 物 検 出 部 Ｐ Ｒ １ に て 特 定 さ

れ た 「 所 有 権 保 存 」 の 対 象 と な っ た 建 物 の 不 動 産 の う ち 、 「 所 有 権 保 存 」 の 登 記 が 行 わ れ

た の と 同 日 に 、 土 地 の 所 有 権 が 売 買 に よ り 移 転 さ れ た 不 動 産 を 検 出 す る 。 具 体 的 に は 、 所

有 権 保 存 時 土 地 売 買 検 出 部 Ｐ Ｒ ２ は 、 所 有 権 保 存 建 物 検 出 部 Ｐ Ｒ １ に て 取 得 さ れ た 家 屋 の

物 件 特 定 情 報 に 対 応 す る 土 地 の 物 件 特 定 情 報 を 含 み 、 か つ 、 登 記 の 目 的 に 、 有 償 の 譲 渡 契

約 を 原 因 と す る 所 有 権 の 移 転 に 関 す る 情 報 を 含 む 登 記 申 請 情 報 で あ っ て 、 所 有 権 保 存 建 物

検 出 部 Ｐ Ｒ １ に て 特 定 さ れ た 家 屋 の 「 所 有 権 保 存 」 を 目 的 と す る 登 記 申 請 情 報 と 受 付 年 月

日 が 同 日 と な る 登 記 申 請 情 報 を 、 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 Ｒ Ｍ か ら 検 出 を す る 。

【 ０ ０ ５ ８ 】

　 な お 、 家 屋 の 物 件 特 定 情 報 に お け る 「 家 屋 番 号 」 は 、 土 地 の 物 件 特 定 情 報 に お け る 「 地

番 」 に 対 応 す る も の で あ っ て 、 「 地 番 」 を 構 成 す る 番 号 （ 親 番 や 枝 番 ） を 含 ん で 構 成 さ れ

る も の と な っ て い る 。 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 Ｒ Ｍ に 記 録 さ れ た 登 記 申 請 情 報 の デ ー タ ベ ー ス

に は 、 例 え ば 、 図 ２ （ ｂ ） の 受 付 番 号 第 ７ ８ ５ ４ ３ ０ 号 、 第 ８ ０ ９ ２ ０ １ 号 、 第 ８ ０ ９ ２

０ ２ 号 の よ う に 、 土 地 と 家 屋 に お け る 「 地 番 お よ び 家 屋 番 号 」 の フ ィ ー ル ド の 情 報 が 記 録

さ れ て い る 。

【 ０ ０ ５ ９ 】

　 指 標 導 出 部 Ｉ Ｘ は 、 所 有 権 保 存 建 物 検 出 部 Ｐ Ｒ １ に よ っ て 検 出 さ れ た 所 有 権 保 存 の 対 象

と な っ た 建 物 の 不 動 産 の 件 数 と 、 所 有 権 保 存 時 土 地 売 買 検 出 部 Ｐ Ｒ ２ に よ っ て 検 出 さ れ た

、 建 物 が 「 所 有 権 保 存 」 の 対 象 と な っ た の と 同 日 に 当 該 建 物 が 建 設 さ れ て い る 土 地 の 所 有

権 が 売 買 に よ り 移 転 さ れ た 建 物 の 件 数 と に 基 づ い て 、 不 動 産 指 標 を 導 出 す る 。

【 ０ ０ ６ ０ 】

　 本 実 施 形 態 の 指 標 導 出 部 Ｉ Ｘ は 、 第 １ の 集 計 部 Ｉ Ｅ １ と 、 第 ２ の 集 計 部 Ｉ Ｅ ２ を 含 ん で

構 成 さ れ る 。 第 １ の 集 計 部 Ｉ Ｅ １ は 、 所 有 権 保 存 建 物 検 出 部 Ｐ Ｒ １ に よ っ て 検 出 さ れ た 、

所 定 期 間 内 に 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 建 物 の 件 数 を 、 区 画 ご と に 集 計 す る 。 ま た 、 第 ２

の 集 計 部 Ｉ Ｅ ２ は 、 所 有 権 保 存 時 土 地 売 買 検 出 部 Ｐ Ｒ ２ に よ っ て 検 出 さ れ た 、 所 定 期 間 内

に 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 建 物 が 存 在 す る 土 地 が 、 当 該 建 物 の 所 有 権 保 存 登 記 と 同 日 に

売 却 さ れ た 件 数 を 、 区 画 ご と に 集 計 す る 。 指 標 導 出 部 Ｉ Ｘ は 、 第 １ の 集 計 部 Ｉ Ｅ １ に よ っ

て 集 計 さ れ た 件 数 と 、 第 ２ の 集 計 部 Ｉ Ｅ ２ に よ っ て 集 計 さ れ た 件 数 と に 基 づ い て 、 不 動 産

の 市 場 性 に 関 す る 指 標 を 導 出 す る 。 本 実 施 形 態 で は 、 第 ２ の 集 計 部 Ｉ Ｅ ２ に よ っ て 集 計 さ

れ た 不 動 産 の 件 数 を 、 第 １ の 集 計 部 Ｉ Ｅ １ に よ っ て 集 計 さ れ た 不 動 産 の 件 数 で 除 す こ と に

よ り 不 動 産 指 標 が 導 出 さ れ て 、 区 画 毎 の 不 動 産 指 標 が ク ラ イ ア ン ト 装 置 ３ へ と 送 信 さ れ る

。

【 ０ ０ ６ １ 】

　 図 ６ は 、 第 ２ の 実 施 形 態 に お け る ク ラ イ ア ン ト 装 置 ３ か ら 要 求 さ れ た ５ つ の 町 丁 目 に 対

応 す る 区 画 （ 東 京 都 世 田 谷 区 奥 沢 １ ～ ５ 丁 目 ） の 、 所 定 期 間 内 に お け る 不 動 産 指 標 （ 建 売

割 合 ） の 導 出 結 果 を 示 す 図 と な っ て い る 。 具 体 的 に は 、 第 １ の 集 計 部 Ｉ Ｅ １ に よ っ て 集 計

さ れ た 建 物 の 件 数 は 、 図 ６ に お け る 「 総 計 」 の 値 に 対 応 し て お り 、 第 ２ の 集 計 部 Ｉ Ｅ ２ に

よ っ て 集 計 さ れ た 建 物 の 件 数 は 、 図 ６ に お け る 「 建 売 住 宅 件 数 」 の 値 に 対 応 し て い る 。 な

お 注 文 住 宅 件 数 は 、 「 総 計 」 の 値 と 「 建 売 住 宅 件 数 」 の 値 の 差 に 対 応 す る も の と な っ て い

る 。 同 図 で 示 さ れ る よ う に 、 こ れ ら の ５ つ の 区 画 を 比 較 す る と 、 建 売 住 宅 件 数 の 比 率 が 低

い （ 注 文 住 宅 件 数 の 比 率 が 高 い ） 奥 沢 ３ 丁 目 の 不 動 産 価 値 が 最 も 高 い も の と 考 え ら れ る 。

【 ０ ０ ６ ２ 】

　 な お 第 ２ の 実 施 形 態 に お い て は 、 「 建 売 住 宅 件 数 」 を 、 所 有 権 保 存 の 対 象 と な っ た 建 物

の 件 数 で あ る 「 総 計 」 で 除 す こ と に よ り 、 不 動 産 指 標 を 導 出 す る よ う に し て い る が 、 「 注

文 住 宅 件 数 」 を 「 総 計 」 で 除 す こ と に よ り 、 不 動 産 指 標 を 導 出 す る よ う に し て も よ い し 、

「 建 売 住 宅 件 数 」 と 「 注 文 住 宅 件 数 」 の う ち の 一 方 を 他 方 で 除 す こ と に よ り 、 不 動 産 指 標

を 導 出 す る よ う に し て も よ い 。 ま た 換 言 す る と 、 「 建 売 住 宅 件 数 」 と 「 注 文 住 宅 件 数 」 と

「 総 計 」 の う ち の 少 な く と も ２ つ に 基 づ い て 不 動 産 指 標 を 導 出 す る よ う に し て も よ い 。 ま

た こ れ ら の 件 数 を 用 い て 、 不 動 産 指 標 が 大 き く な る ほ う が 、 市 場 性 が 向 上 す る こ と を 示 す
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よ う に 演 算 す る の で あ っ て も よ い し 、 不 動 産 指 標 が 小 さ く な る ほ う が 、 市 場 性 が 向 上 す る

こ と を 示 す よ う に 演 算 す る の で あ っ て も よ い 。 し た が っ て 第 ２ の 実 施 形 態 に お け る 不 動 産

指 標 と し て は 、 建 売 住 宅 件 数 に 関 す る 増 加 関 数 で あ っ て も よ い し 、 注 文 住 宅 件 数 に 関 す る

増 加 関 数 で あ っ て も よ い 。 ま た 逆 に 、 建 売 住 宅 件 数 に 関 す る 減 少 関 数 で あ っ て も よ い し 、

注 文 住 宅 件 数 に 関 す る 減 少 関 数 で あ っ て も よ い 。 ま た 第 ２ の 実 施 形 態 に お け る 不 動 産 指 標

と し て は 、 「 建 売 住 宅 件 数 」 等 の 他 に 、 例 え ば 、 区 画 に お け る 不 動 産 の 件 数 （ 土 地 の 筆 数

や 家 屋 の 戸 数 ） や 、 区 画 面 積 を 用 い て 導 出 す る よ う に し て も よ い 。

【 ０ ０ ６ ３ 】

　 以 上 、 第 ２ の 実 施 形 態 の 情 報 処 理 シ ス テ ム １ に つ い て 説 明 を し た が 上 記 の よ う に 説 明 を

し た 内 容 以 外 に つ い て は 、 第 １ の 実 施 形 態 と 略 同 様 で あ る た め 説 明 を 省 略 す る 。

【 ０ ０ ６ ４ 】

[第 ３ の 実 施 形 態 ]

　 次 に 、 第 ３ の 実 施 形 態 の 情 報 処 理 シ ス テ ム １ に つ い て 説 明 を す る 。

【 ０ ０ ６ ５ 】

　 第 ３ の 実 施 形 態 に お け る 情 報 処 理 シ ス テ ム １ は 、 借 換 え 等 に よ る 抵 当 権 設 定 の 件 数 の 表

示 に 関 す る も の と な っ て い る 。 一 般 的 に 、 住 宅 の 新 築 時 等 に は 住 宅 ロ ー ン な ど に よ る 抵 当

権 設 定 が な さ れ る こ と が あ る が 、 そ の 後 の 金 融 情 勢 の 変 化 に よ り 、 抵 当 権 の 債 務 者 が よ り

有 利 な 金 利 設 定 と な る 金 融 機 関 に ロ ー ン の 乗 り 換 え を す る こ と が あ る （ 借 換 え ） 。 第 ３ の

実 施 形 態 の 情 報 処 理 シ ス テ ム １ は 、 金 融 機 関 に よ る 借 換 え 営 業 の 活 発 な 区 画 と そ う で な い

区 画 、 あ る い は 、 所 定 の 区 画 に お い て 借 換 え 営 業 が 活 発 な 時 期 と そ う で な い 時 期 等 を 認 識

で き る よ う に な っ て お り 、 情 報 処 理 シ ス テ ム １ の ユ ー ザ （ す な わ ち 、 ロ ー ン を 提 供 す る 金

融 機 関 ） と し て は 、 他 の 金 融 機 関 に よ る 借 換 え 営 業 の 実 態 を 認 識 し つ つ 、 ロ ー ン の 再 設 定

を 促 す 借 換 え 営 業 を 効 率 的 に 行 う こ と が で き る よ う に な る 。

【 ０ ０ ６ ６ 】

　 図 ２ （ ｃ ） は 、 借 換 え 等 に よ る 登 記 変 化 を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。 ま ず ロ ー ン の 借 り

換 え に よ る 登 記 変 化 は 、 受 付 番 号 「 第 ６ ４ ３ １ ３ ２ 号 」 と 「 第 ６ ４ ３ １ ３ ３ 号 」 の レ コ ー

ド で 示 さ れ る よ う に 、 原 則 と し て 同 日 に 「 抵 当 権 設 定 」 と 「 抵 当 権 抹 消 」 の 登 記 申 請 が な

さ れ る 。 ま た 、 借 換 え で は な く 新 た に 抵 当 権 が 設 定 さ れ る 場 合 と し て は 、 抵 当 権 が 単 独 で

設 定 さ れ る 場 合 や 、 不 動 産 の 購 入 に 伴 っ て 設 定 さ れ る 場 合 、 建 物 の 新 築 時 に 新 た に 抵 当 権

が 設 定 さ れ る 場 合 が あ る 。 受 付 番 号 「 第 ６ ４ ８ ０ ９ １ 号 」 お よ び 「 第 ６ ４ ８ ０ ９ ２ 号 」 の

場 合 は 、 不 動 産 の 購 入 に 伴 っ て 設 定 さ れ る 場 合 で あ り 、 「 所 有 権 移 転 （ 売 買 ） 」 を 目 的 と

す る 登 記 申 請 と 、 「 抵 当 権 設 定 」 を 目 的 と す る 登 記 申 請 と が 同 日 に な さ れ る 。 ま た 、 受 付

番 号 「 第 ６ ４ ８ １ ８ ４ 号 」 と 「 第 ６ ４ ８ １ ８ ５ 号 」 の 場 合 は 、 建 物 の 新 築 時 に 新 た に 抵 当

権 が 設 定 さ れ る 住 宅 ロ ー ン の 場 合 で あ っ て 、 「 所 有 権 保 存 」 を 目 的 と す る 登 記 申 請 と 「 抵

当 権 設 定 」 を 目 的 と す る 登 記 申 請 と が 同 日 に な さ れ 、 受 付 番 号 「 第 ６ ４ ３ ５ ２ ９ 号 」 は 、

抵 当 権 が 単 独 設 定 さ れ る 場 合 で あ っ て 、 「 所 有 権 移 転 （ 売 買 ） 」 や 「 所 有 権 保 存 」 と い っ

た 登 記 申 請 を 伴 わ な い よ う に な っ て い る 。

【 ０ ０ ６ ７ 】

　 図 ７ は 、 第 ３ の 実 施 形 態 に 係 る 情 報 処 理 シ ス テ ム １ の 機 能 的 構 成 を 示 す 図 で あ る 。 同 図

で 示 さ れ る よ う に 、 情 報 処 理 シ ス テ ム １ は 、 サ ー バ 装 置 ２ と ク ラ イ ア ン ト 装 置 ３ を 含 ん で

構 成 さ れ 、 サ ー バ 装 置 ２ は 、 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 Ｒ Ｍ の 他 に 、 抵 当 権 設 定 不 動 産 検 出 部 Ａ

Ｓ Ｘ と 、 第 １ ～ 第 ４ の 集 計 部 Ｉ Ｅ １ ～ Ｉ Ｅ ４ を 含 ん で 構 成 さ れ る 。 ま た ク ラ イ ア ン ト 装 置

は 、 地 図 表 示 部 Ｍ Ｐ の 他 に 、 受 信 部 Ｒ Ｅ を 含 ん で 構 成 さ れ る 。

【 ０ ０ ６ ８ 】

　 ま ず 、 抵 当 権 設 定 不 動 産 検 出 部 Ａ Ｓ Ｘ は 、 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 Ｒ Ｍ に 記 録 さ れ た 登 記 申

請 情 報 を 検 索 し て 、 ク ラ イ ア ン ト 装 置 ３ か ら 要 求 さ れ た 区 画 内 に お い て 、 所 定 期 間 内 に 「

抵 当 権 設 定 」 の 対 象 と な っ た 不 動 産 を 検 出 す る 。 ま た 、 抵 当 権 設 定 不 動 産 検 出 部 Ａ Ｓ １ は

、 借 換 え 不 動 産 検 出 部 Ａ Ｓ １ と 、 単 独 設 定 不 動 産 検 出 部 Ａ Ｓ ２ と 、 売 買 時 抵 当 権 設 定 不 動

産 検 出 部 Ａ Ｓ ３ と 、 新 築 時 抵 当 権 設 定 不 動 産 検 出 部 Ａ Ｓ ４ を 含 ん で 構 成 さ れ る 。

【 ０ ０ ６ ９ 】

10

20

30

40

50



(15) JP  2017-33187  A   2017.2.9

　 借 換 え 不 動 産 検 出 部 Ａ Ｓ １ は 、 抵 当 権 設 定 不 動 産 検 出 部 Ａ Ｓ Ｘ で 検 索 さ れ た 「 抵 当 権 設

定 」 の 対 象 と な っ た 不 動 産 で あ っ て 、 か つ 、 「 抵 当 権 設 定 」 の 登 記 と 同 日 に 「 抵 当 権 抹 消

」 の 登 記 申 請 が 行 わ れ た 不 動 産 を 検 出 す る 。 具 体 的 に は 、 借 換 え 不 動 産 検 出 部 Ａ Ｓ １ は 、

都 道 府 県 ～ 丁 目 ま で の フ ィ ー ル ド が 要 求 さ れ た 区 画 に 対 応 す る 不 動 産 で あ っ て 、 「 登 記 の

目 的 」 の フ ィ ー ル ド に 「 抵 当 権 設 定 」 を 示 す 情 報 を 含 む 所 定 期 間 内 の 登 記 申 請 と 、 「 抵 当

権 抹 消 」 を 含 む 登 記 申 請 と が 同 日 に な さ れ て い る 不 動 産 を 検 出 す る 。

【 ０ ０ ７ ０ 】

　 単 独 設 定 不 動 産 検 出 部 Ａ Ｓ ２ は 、 抵 当 権 設 定 不 動 産 検 出 部 Ａ Ｓ Ｘ で 検 索 さ れ た 「 抵 当 権

設 定 」 の 対 象 と な っ た 不 動 産 で あ っ て 、 か つ 、 「 抵 当 権 設 定 」 の 登 記 と 同 日 に 、 「 抵 当 権

抹 消 」 や 「 所 有 権 移 転 （ 売 買 ） 」 、 「 所 有 権 保 存 」 と い っ た 登 記 申 請 が な さ れ て い な い 不

動 産 を 検 出 す る 。 具 体 的 に は 、 単 独 設 定 不 動 産 検 出 部 Ａ Ｓ ２ は 、 「 登 記 の 目 的 」 の フ ィ ー

ル ド に 「 抵 当 権 設 定 」 を 示 す 情 報 を 含 む 登 記 申 請 が な さ れ て い る 不 動 産 で あ っ て 、 「 抵 当

権 抹 消 」 等 の 登 記 申 請 が 同 日 に な さ れ て い な い 不 動 産 を 検 出 す る 。

【 ０ ０ ７ １ 】

　 売 買 時 抵 当 権 設 定 不 動 産 検 出 部 Ａ Ｓ ３ は 、 抵 当 権 設 定 不 動 産 検 出 部 Ａ Ｓ Ｘ で 検 索 さ れ た

「 抵 当 権 設 定 」 の 対 象 と な っ た 不 動 産 で あ っ て 、 か つ 、 「 抵 当 権 設 定 」 の 登 記 と 同 日 に 「

所 有 権 移 転 （ 売 買 ） 」 の 登 記 申 請 が 行 わ れ た 不 動 産 を 検 出 す る 。 具 体 的 に は 、 売 買 時 抵 当

権 設 定 不 動 産 検 出 部 Ａ Ｓ ３ は 、 都 道 府 県 ～ 丁 目 ま で の フ ィ ー ル ド が 要 求 さ れ た 区 画 に 対 応

す る 不 動 産 で あ っ て 、 「 登 記 の 目 的 」 の フ ィ ー ル ド に 「 抵 当 権 設 定 」 を 示 す 情 報 を 含 む 所

定 期 間 内 の 登 記 申 請 と 、 「 所 有 権 移 転 （ 売 買 ） 」 を 含 む 登 記 申 請 と が 同 日 に な さ れ て い る

不 動 産 を 検 出 す る 。

【 ０ ０ ７ ２ 】

　 新 築 時 抵 当 権 設 定 不 動 産 検 出 部 Ａ Ｓ ４ は 、 抵 当 権 設 定 不 動 産 検 出 部 Ａ Ｓ Ｘ で 検 索 さ れ た

「 抵 当 権 設 定 」 の 対 象 と な っ た 建 物 の 不 動 産 で あ っ て 、 か つ 、 「 抵 当 権 設 定 」 の 登 記 と 同

日 に 「 所 有 権 保 存 」 の 登 記 申 請 が 行 わ れ た 建 物 の 不 動 産 を 検 出 す る 。 具 体 的 に は 、 新 築 時

抵 当 権 設 定 不 動 産 検 出 部 Ａ Ｓ ４ は 、 都 道 府 県 ～ 丁 目 ま で の フ ィ ー ル ド が 要 求 さ れ た 区 画 に

対 応 す る 不 動 産 で あ っ て 、 「 登 記 の 目 的 」 の フ ィ ー ル ド に 「 抵 当 権 設 定 」 を 示 す 情 報 を 含

む 所 定 期 間 内 の 登 記 申 請 と 、 「 所 有 権 保 存 」 を 含 む 登 記 申 請 と が 同 日 に な さ れ て い る 建 物

の 不 動 産 を 検 出 す る 。

【 ０ ０ ７ ３ 】

　 第 １ の 集 計 部 Ｉ Ｅ １ ～ 第 ４ の 集 計 部 Ｉ Ｅ ４ は 、 借 換 え 不 動 産 の 件 数 、 抵 当 権 が 単 独 設 定

さ れ た 不 動 産 の 件 数 、 「 所 有 権 移 転 （ 売 買 ） 」 の 際 に 抵 当 権 が 設 定 さ れ た 不 動 産 の 件 数 、

新 築 時 に 抵 当 権 が 設 定 さ れ た 不 動 産 の 件 数 を そ れ ぞ れ 集 計 す る 。 第 ３ の 実 施 形 態 の 情 報 処

理 シ ス テ ム １ で は 、 第 １ の 集 計 部 Ｉ Ｅ １ ～ 第 ４ の 集 計 部 Ｉ Ｅ ４ に て 集 計 さ れ た 不 動 産 の 件

数 が ク ラ イ ア ン ト 装 置 ３ へ と 送 信 さ れ て 、 ク ラ イ ア ン ト 装 置 ３ の 受 信 部 Ｒ Ｅ が こ れ ら の 件

数 を 受 信 す る 。

【 ０ ０ ７ ４ 】

　 図 ８ は 、 ク ラ イ ア ン ト 装 置 ３ か ら 要 求 さ れ た ５ つ の 町 丁 目 に 対 応 す る 区 画 （ 東 京 都 世 田

谷 区 奥 沢 １ ～ ５ 丁 目 ） の 、 ２ ０ １ ４ 年 ４ 月 ～ １ ０ 月 に お け る １ ヵ 月 毎 の 借 換 え 不 動 産 等 の

集 計 件 数 の 結 果 を 示 す 図 で あ る 。 同 図 で 示 さ れ る よ う に 、 奥 沢 ２ 丁 目 と ５ 丁 目 は 借 換 え 件

数 が 多 く な っ て お り 、 金 融 機 関 に よ る 積 極 的 な 営 業 が な さ れ た 地 域 で あ る も の と 考 え ら れ

る の に 対 し 、 他 の 奥 沢 １ 丁 目 、 ３ 丁 目 、 ４ 丁 目 は 借 換 え 件 数 が 少 な く 、 こ れ ら は 今 後 の 借

換 え ニ ー ズ が 見 込 ま れ る 地 域 と な っ て い る 。 た だ し ロ ー ン の 借 換 え は 新 築 の 後 に 複 数 年 経

過 し て か ら 発 生 す る も の で あ る か ら 、 新 築 が 多 く 活 発 な 地 域 開 発 が 行 わ れ て い る 奥 沢 ３ 丁

目 は 、 借 換 え ニ ー ズ が 小 さ い も の と も 予 測 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ７ ５ 】

　 図 ９ は 、 奥 沢 ５ 丁 目 と 、 奥 沢 全 体 の そ れ ぞ れ に お け る 借 換 え 件 数 を 時 系 列 的 に 比 較 す る

た め の グ ラ フ で あ る 。 こ の よ う に 複 数 の 期 間 の そ れ ぞ れ に お い て 借 換 え 件 数 が 比 較 で き る

よ う に 表 示 を す る こ と で 、 所 定 の 区 画 に お い て 借 換 え 件 数 の 時 系 列 ・ 季 節 的 な 変 化 を 読 み

取 る こ と が 出 来 る 。 ま た 同 グ ラ フ で は 、 奥 沢 ５ 丁 目 と 奥 沢 全 体 の 借 換 え 件 数 が 比 較 さ れ る
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よ う に な っ て お り 、 複 数 の 区 画 の そ れ ぞ れ に お い て 借 換 え 件 数 を 比 較 で き る よ う に 表 示 を

す る こ と で 、 い ず れ の 区 画 に お い て ロ ー ン の 借 換 え が 為 さ れ て い る か を 判 断 す る こ と が 出

来 る よ う に な っ て い る 。 こ の よ う な 比 較 表 示 と し て は 、 借 換 え 件 数 で は な く と も 抵 当 権 が

単 独 設 定 さ れ た 不 動 産 等 の 件 数 で あ っ て も よ い 。 ま た 第 １ 、 第 ２ の 実 施 形 態 に お い て 、 不

動 産 指 標 を 時 系 列 的 に （ あ る い は 、 地 域 的 に ） 比 較 で き る よ う に 表 示 を し て も よ い 。

【 ０ ０ ７ ６ 】

　 な お 、 各 実 施 形 態 に お い て は 、 登 記 申 請 情 報 記 憶 部 Ｒ Ｍ が 含 ま れ て 、 そ の 記 録 内 容 等 に

基 づ い て 不 動 産 指 標 が 導 出 さ れ る よ う に な っ て い る が 、 こ の よ う な 態 様 に は 必 ず し も 限 定

さ れ ず 、 例 え ば 、 情 報 処 理 シ ス テ ム １ が 特 定 の 区 画 に お け る 登 記 情 報 を 網 羅 的 に 記 憶 す る

登 記 情 報 デ ー タ ベ ー ス に ア ク セ ス 可 能 に な っ て お り 、 不 動 産 指 標 が そ の 記 録 内 容 に 基 づ い

て 導 出 さ れ る よ う に な っ て い て も よ い 。

【 ０ ０ ７ ７ 】

　 な お 上 記 の 各 実 施 形 態 に お い て は 、 町 丁 目 単 位 の 区 画 ご と に 不 動 産 指 標 を 導 出 す る も の

と な っ て い る が 、 市 区 町 村 単 位 の 区 画 ご と に 不 動 産 指 標 を 導 出 す る も の で あ っ て も よ い 。

ま た 、 所 定 範 囲 の 地 図 が 升 目 上 の メ ッ シ ュ で 区 切 ら れ て 、 各 メ ッ シ ュ を 一 つ の 区 画 と し て

、 メ ッ シ ュ ご と に 不 動 産 指 標 が 導 出 さ れ る の で あ っ て も よ い 。 ま た 、 情 報 処 理 シ ス テ ム １

に お い て は 、 例 え ば 、 奥 沢 １ ～ ５ 丁 目 の 全 範 囲 に お け る 不 動 産 指 標 を 導 出 す る よ う に し て

も よ く 、 ク ラ イ ア ン ト 装 置 ３ に お い て 、 所 定 の 基 準 で 複 数 の 町 丁 目 区 画 を 統 合 し て 、 統 合

さ れ た 複 数 の 町 丁 目 区 画 ご と に 不 動 産 指 標 を 導 出 す る よ う に し て も よ い 。

【 ０ ０ ７ ８ 】

　 な お 本 発 明 は 、 上 述 し た 各 実 施 形 態 に 限 定 さ れ る も の で は な く 種 々 の 変 形 が 可 能 で あ る

こ と は 言 う ま で も な い 。

【 符 号 の 説 明 】

【 ０ ０ ７ ９ 】

　 １ 　 情 報 処 理 シ ス テ ム 、 ２ 　 サ ー バ 装 置 、 ３ 　 ク ラ イ ア ン ト 装 置 、 Ｒ Ｍ 　 登 記 申 請 情 報

記 憶 部 、 Ａ Ｔ １ 　 差 押 え 不 動 産 検 出 部 、 Ａ Ｔ ２ 　 差 押 え 後 任 売 不 動 産 検 出 部 、 Ｐ Ｒ １ 　 所

有 権 保 存 建 物 検 出 部 、 Ｐ Ｒ ２ 　 所 有 権 保 存 時 土 地 売 買 検 出 部 、 Ａ Ｓ １ 　 借 換 え 不 動 産 検 出

部 、 Ａ Ｓ ２ 　 単 独 設 定 不 動 産 検 出 部 、 Ａ Ｓ ３ 　 売 買 時 抵 当 権 設 定 不 動 産 検 出 部 、 Ａ Ｓ ４ 　

新 築 時 抵 当 権 設 定 不 動 産 検 出 部 、 Ｉ Ｘ 　 指 標 導 出 部 、 Ｍ Ｐ 　 地 図 表 示 部 、 Ｒ Ｃ 　 指 標 情 報

受 信 部 、 Ｒ Ｅ 　 受 信 部 、 Ｉ Ｅ １ ～ Ｉ Ｅ ４ 　 第 １ ～ 第 ４ の 集 計 部 。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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